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第１章 事業要旨

本事業は、ヤングケアラーへの適切な支援がより一層進むよう、児童福祉部門と教

育分野におけるヤングケアラー把握・支援の運用手引きを作成するために実施した。

もともと、ヤングケアラーへの支援は多機関や多職種の円滑な連携により提供され

ることを目指すものであるが、本事業は、まずは支援の主要機関である「児童福祉部

門」と「教育分野」の連携支援に注目し研究することとした。具体的には、教育委員

会と連携の上で学校等が把握したヤングケアラーを必要な支援等につなげるため、ヤ

ングケアラーの把握・支援に係る運用事例（主に連携体制、情報共有の方法、役割分

担と取組内容、フォローアップの方法等）の把握を行いながら、ヤングケアラー支援

への課題や求められる情報連携の在り方、支援等を検討し、本事業の成果物「児童福

祉部門と教育分野に焦点を当てた市区町村におけるヤングケアラー把握・支援の運用

の手引き」を作成した。

本事業においては、①検討委員会の設置・開催、②情報収集（文献等調査）、③運用

スキーム検討のためのヒアリング調査、④パイロット版・手引き作成、⑤試行運用協

力先検討のためのアンケート調査、⑥パイロット版・手引きを用いた試行運用、⑦運

用スキームを収載した手引きの完成、といった７つの活動を行った。

運用スキーム検討のためのヒアリング調査では、ヤングケアラー支援を行う市区町

村のうち 市町の児童福祉部門（参考として福祉分野を１所含む）をヒアリング対象

として選定した。調査項目として、ヤングケアラーの把握から支援につながるまでの

事項、支援方針検討から支援実施中の事項、フォローアップ中の事項、情報管理、把

握・支援の準備、困難事例と対応の工夫等を訊ねた。

上記ヒアリング調査結果を踏まえて、パイロット版の手引を作成した後、手引きが

実際の支援に役立つものになるよう、支援の現場での意見等を踏まえて内容を更に精

査するために、パイロット版・手引きを用いた試行運用を実施した。なお、試行運用

協力先を検討するにあたってはアンケート調査を実施し、その結果により、５つの自

治体に協力を依頼している。

パイロット版・手引きを用いた試行運用の実施結果を踏まえ、「児童福祉部門と教育

分野に焦点を当てた市区町村におけるヤングケアラー把握・支援の運用の手引き」を

完成させた。
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第２章 事業概要

１ 事業の背景と目的

ヤングケアラーは、年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負うことで、

本人の育ちや教育に影響が及ぼされることがあることが分かっており、実態の把握及

び支援の強化が求められている。

例えば、令和２年度に全国の中学生や高校生を対象として実施された調査 によると、

世話をしている家族が「いる」と回答したのは、中学２年生が ％、全日制高校２年

生は ％であり、そのうち、世話の頻度は「ほぼ毎日」と回答した者が３～６割程度、

平日１日あたりで世話に費やす時間は「３時間未満」との回答が多いものの、「７時間

以上」と回答した者が１割程度いることが明らかになっている。

また、令和３年度に全国の小学生等を対象として実施された調査 によると、世話を

している家族が「いる」と回答した小学６年生が ％、そのうち、世話の頻度は「ほ

ぼ毎日」との回答が５割超、平日１日あたりで世話に費やす時間は「７時間以上」と

回答した者が１割程いることが明らかになっている。

国が令和３年５月に取りまとめた「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医

療・教育の連携プロジェクトチーム報告」に基づき、都道府県や市区町村単位での実

態調査の推進、多機関連携を円滑にするための支援マニュアルの作成・周知等、地域

においてヤングケアラーを早期に発見し支援につなげるための取組が行われている。

一方、各地において、「ヤングケアラーの人数」や「サービス ・支援につながった

後にその生活実態が改善したか否か」といった情報などは必ずしも定量的に明らかに

されているわけではなく、「支援が必要なヤングケアラーを網羅的に把握しその後の生

活改善までフォローできる運用方法」等は未だ十分には整備されていない状況が課題

としてある。

各地では、児童福祉部門の他にも、高齢者福祉部門、障害福祉部門、教育部門、生

活保護・生活困窮部門、ヤングケアラー専門部門等の様々な部門が支援の窓口となり、

連携しながら、ヤングケアラーの把握や支援、フォローアップが行われているところ

であるが、上述の課題を解決するための第一歩として、今年度において、まずは市区

町村の児童福祉部門での運用を例に取り上げ、その方法を検討していく。

 
 
令和２年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」報告書

（令和３年３月、三菱 リサーチ＆コンサルティング株式会社 ）

令和３年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」報告書

（令和４年３月、株式会社日本総合研究所） 
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２ 事業の内容

本事業においては、①検討委員会の設置・開催、②情報収集（文献等調査）、③運用

スキーム検討のためのヒアリング調査、④パイロット版・手引き作成、⑤試行運用協

力先検討のためのアンケート調査、⑥パイロット版・手引きを用いた試行運用、⑦運

用スキームを収載した手引きの完成、といった７つの活動を行った。以下、番号順に

活動を説明する。

① 検討委員会の設置・開催

ヤングケアラーの実態やヤングケアラー支援の状況と課題や教育委員会や教育現場

の状況課題等の知見を有する学識経験者及び自治体職員、計６名で構成する検討委員

会を設置し、会議を年３回実施した。

検討委員会では、ヒアリング調査計画の検討や結果に関する議論、試行運用協力検

討のためのアンケート調査計画の検討や実施結果に関する議論、手引き作成に係る計

画の検討や作成した手引き案に関する議論を行った。図図表表１１に検討委員会の委員名簿

を掲載する。

図図表表 検検討討会会委委員員名名簿簿（（敬敬称称略略（（委委員員はは五五十十音音順順））））

＜委員＞

北村 充 豊橋市こども若者総合相談支援センター 副センター長

島村 純イ 愛知県教育委員会高等学校教育課生徒指導グループ課長補佐

中道 篤史 大阪市教育委員会事務局指導部初等・中学校教育担当課長

芳賀 栄彦 山梨県子育て支援局子ども福祉課主査リーダー

濱島 淑恵（委員長） 大阪歯科大学医療保健学部教授

吉永 惠子 埼玉県スクールソーシャルワーカー スーパーバイザー

＜オブザーバー＞

厚生労働省 子ども家庭局家庭福祉課虐待防止対策推進室

文部科学省 初等中等教育局児童生徒課

＜事務局＞

有限責任監査法人トーマツ
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検討委員会の開催概要を以下に示す。

図図表表 検検討討委委員員会会のの開開催催概概要要

第１回検討委員会

○日程： 年 月 日 ～

○議題：

 開催挨拶（厚生労働省より）

 「市区町村におけるヤングケアラー把握・支援の効果的な運用に関する調

査研究」検討委員会委員紹介

 「市区町村におけるヤングケアラー把握・支援の効果的な運用に関する調

査研究」事業概要及びスケジュールについて

 ヒアリング調査について

 試行運用協力先検討のためのアンケート調査について

 「児童福祉部門と教育分野に焦点を当てた、市区町村におけるヤングケア

ラー把握・支援の運用手引き パイロット版（仮称）」に盛り込むべき内容

について

第２回検討委員会

○日程： 年 月 日 ～

○議題：

 ヒアリング調査結果について

 「児童福祉部門と教育分野に焦点を当てた、市区町村におけるヤングケア

ラー把握・支援の運用手引き パイロット版（仮称）」の骨子について

 試行運用協力先検討のためのアンケート調査結果について

 手引きの試行運用のための協力依頼先自治体の選定について

第３回検討委員会

○日程： 年３月 日 ～

○議題：

 手引きの試行運用結果の報告

 「児童福祉部門と教育分野に焦点を当てた、市区町村におけるヤングケア

ラー把握・支援の運用手引き」に関する検討

 事業報告書について

② 情報収集（文献等調査）

児童福祉部門多機関連携によるヤングケアラーへの適切な支援の在り方を検討する

ために、文献等から情報収集を行った。

詳細については、「第第３３章章 情情報報収収集集（（文文献献等等調調査査））」を参照されたい。

③ 運用スキーム検討のためのヒアリング調査

教育分野（学校や教育委員会）が把握したヤングケアラーの情報を児童福祉部門が

一元的に集約し支援につなげるといった、ヤングケアラーの把握・支援に係る運用事

例（連携体制、情報共有の方法、役割分担と取組内容、フォローアップの方法等）を
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収集し、本事業の成果物においてモデルとして提示する運用スキームの検討材料とす

るためにヒアリング調査を実施した。

詳細については、「第第４４章章 運運用用ススキキーームム検検討討ののたためめののヒヒアアリリンンググ調調査査」を参照され

たい。

④ パイロット版・手引き作成

運用スキーム検討のためのヒアリング調査の結果をもとに、先行研究等において蓄

積された知見も踏まえ、作業部会における検討を経てパイロット版の児童福祉部門と

教育分野に焦点を当てた、市区町村におけるヤングケアラー把握・支援の運用手引き

を作成した。

詳細については、「第第５５章章 パパイイロロッットト版版・・手手引引ききのの作作成成」を参照されたい。

⑤ 試行運用協力先検討のためのアンケート調査

試行運用協力先を検討するため、ヤングケアラーへの支援の現状、特に、ヤングケ

アラーの把握、ヤングケアラー支援の窓口、試行への参加意向などについて、アンケ

ート調査により確認した。

詳細については、「第第６６章章 試試行行運運用用協協力力先先検検討討ののたためめののアアンンケケーートト調調査査」を参照さ

れたい。

⑥ パイロット版・手引きを用いた試行運用

パイロット版の市区町村におけるヤングケアラー把握・支援の運用手引きを活用し、

試行運用実施協力先（５自治体）に協力を依頼し、手引きを試行した。

詳細については、「第第７７章章 パパイイロロッットト版版・・手手引引ききをを用用いいたた試試行行運運用用」を参照された

い。

⑦ 運用スキームを収載した手引きの完成

パイロット版・手引きを用いた試行結果を受けて再検討し、検討委員会での最終協

議を経て、「児童福祉部門と教育分野に焦点を当てた市区町村におけるヤングケアラー

把握・支援の運用の手引き」を最終化し、公開した。

完成したマニュアルは、別別添添「児児童童福福祉祉部部門門とと教教育育分分野野にに焦焦点点をを当当ててたた市市区区町町村村にに

おおけけるるヤヤンンググケケアアララーー把把握握・・支支援援のの運運用用のの手手引引きき」」を参照されたい。
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第３章 情報収集（文献等調査）

１ 目的

児童福祉部門と教育分野に焦点を当てた、ヤングケアラーへの適切な支援体制構

築・運用の在り方を検討するため、情報収集により内容を整理した。

２ 調査概要

 調査対象とする事項

市区町村におけるヤングケアラー支援の取組状況を把握するため、自治体の規模、

ヤングケアラー支援の所管課、実態調査、支援の取組（実態調査、相談窓口、電話相

談、 相談、コーディネーター、ピアサポート・オンラインサロン、訪問支援等）状

況等について、インターネットを用いて報道されている情報や自治体のウェブページ、

文献等から収集した。

３ 収集・整理した情報

全国 都道府県、計 （ 市区町村、都道府県において各市のヤングケアラーの

取組を取りまとめしている５所）の情報を収集して整理した。

（ ） 自治体の規模  
収集した市区町村の自治体の内、 ％は 万人以上 万人未満の自治体であった。

図図表表  自自治治体体のの規規模模  
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（ ） ヤングケアラー支援の取組内容

収集した市区町村の 自治体の内、相談窓口を設置していた自治体が ％で最多。

ついで電話相談窓口が ％、コーディネーターの配置が ％と続いた。都道府県で取

り組まれているヤングケアラー支援は窓口相談開設と電話相談開設がともに ％であ

った

図図表表  市市区区町町村村ににおおけけるるヤヤンンググケケララーー支支援援のの取取組組内内容容  
  

  

図図表表  都都道道府府県県ににおおけけるるヤヤンンググケケララーー支支援援のの取取組組内内容容  
  

  
 

（ ） ヤングケアラー支援の取組状況

収集した市区町村の 自治体の内、ヤングケラー支援サービスを２種類取り組んで

いる自治所が ％で最多であった。３種類以上の取組を行っている自治体は ％であ

った。
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アセスメントシート活用

ピアサポートオンラインサロン開設
訪問支援

（件）

（件）
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図図表表  ヤヤンンググケケララーー支支援援のの取取組組のの種種類類のの状状況況  
  

  
※令和５年度に開始予定・準備中は取組をしているとして集計した。 
※上記以外の取組内容とは、県立高校にスクールソーシャルワーカー等を配置、庁内連携（児童福祉部門と教育分

野）。ヤングケアラー支援モデル事業の実施、等 
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図図表表  収収集集ししたた情情報報のの一一覧覧  

都道府

県

市区町

村
内容

参照① 自治

体のヤングケ

アラー支援ペ

ージ

参照② 報道

等の出典を示

す

人口

宮城県 仙台市

・ヤングケアラー実態調査実施（令和３年

度）

・市の相談窓口「仙台市子供支援相談支援セ

ンター」を設置（ 時間 日）

・電話相談の他にメール相談や面談相談（予

約）が可能

・令和４年度仙台市ヤングケアラーピアサポ

ート・オンラインサロン企画運営準備対応中

（業務委託）

－
万

人以上

茨城県 各市

・市の電話窓口開設 県 で一覧公開

－

茨城県 高萩市

・ヤングケアラーの相談窓口設置

－

万人

～ 万

人未満

栃木県
那須塩

原市

・ヤングケアラーの相談窓口を設置

・市のケアラー 相談を開設

万人

～ 万

人未満

栃木県 佐野市

・ヤングケアラーの相談窓口を設置

・ヤングケアラーのコーディネーターを１名

配置（元小学校校長が着任）

・コーディネーターは、学校に足を運び、ス

クールソーシャルワーカー、スクールカウン

セラーなどから情報を吸い上げて実態把握を

進め、助言、提案や支援団体などとの橋渡し

をする。電話での相談にも対応する

万人

～ 万

人未満
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都道府

県

市区町

村
内容

参照① 自治

体のヤングケ

アラー支援ペ

ージ

参照② 報道

等の出典を示

す

人口

群馬県 高崎市

・家事やきょうだいの世話、家族の介護等を

せざるを得なくなっている市内在住の中学

生・高校生（ヤングケアラー）の深刻な事例

に対処するため、ヤングケアラーに代わって

家事や介護等を行うヘルパーを無料で派遣

し、ヤングケアラーの生活における負担を軽

減することを目的としたサービスを提供（ヤ

ングケアラー ）

・提供する支援は、対象生徒ごとにヤングケ

アラー支援推進委員会（教育委員会内に設

置）で決定

・令和４年９月からヘルパー派遣を開始

万人

～ 万

人未満

埼玉県 各市

・市の電話窓口開設 県 で一覧公開

－

埼玉県
さいた

ま市

・「なんでも子ども相談窓口」、「なんでも若者

相談窓口」の電話相談窓口を設置

・ヤングケアラー支援条例を制定
万人

以上

千葉県
袖ヶ浦

市

・ヤングケアラー相談窓口を「袖ケ浦市 子育

て世代総合サポートセンター」に併設

－

万人

～ 万

人未満

東京都 文京区

・「文京区ヤングケアラー支援対策関係者連絡

会」の設置

・ヤングケアラーの相談窓口設置

・ にアセスメントシートの掲示あり －

万人

～ 万

人未満

神奈川

県

海老名

市

・ヤングケアラー支援対応連絡会を設置

・連絡会は、子育て相談課、福祉政策課、介

護保険課、地域包括ケア推進課、障害福祉

課、教育支援課、学び支援課、社会福祉協議

会で構成されている

・連絡会内で、海老名市版アセスメントの基

準を作成中

万人

～ 万

人未満
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都道府

県

市区町

村
内容

参照① 自治

体のヤングケ

アラー支援ペ

ージ

参照② 報道

等の出典を示

す

人口

神奈川

県

相模原

市

・市役所内に相談窓口を設置（子育て支援セ

ンターが担当している）

・子育て支援センターの他に、神奈川県で実

施している 相談や電話相談窓口を 内で

紹介

・「令和３年度子ども・子育て支援推進調査研

究事業 多機関連携によるヤングケアラーへ

の支援の在り方に関する調査研究」にて、支

援マニュアルの試行実施の協力自治体

長文のため欄

外に掲載

万人

以上

神奈川

県

横浜市

鶴見区

・令和４年９月 日に、鶴見区内の公立小中

学校の教職員に行った実態調査の結果公表

・ヤングケアラーの支援に携わる関係者によ

る「つるみヤングケアラーラボ」が発足し、

地域と共にヤングケアラーの理解や支援を考

える活動を展開

－

万人

～ 万

人未満

新潟県
南魚沼

市

・市の教育プランの中に、教育相談・支援体

制が記載されている

・カンファレンスシートの情報と面談での聞

き取りをもとに、子どもが過度なケアを担っ

ていることや家庭の困難を把握し、ヤングケ

アラーに限らず「気になる子」に対して必要

とされる支援につなげている

－

万人

～ 万

人未満

山梨県 各市

・市の電話窓口開設（県 で一覧公開）

－

岐阜県 関市

・ヤングケアラーの相談窓口設置（平日）

－

万人

～ 万

人未満
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都道府

県

市区町

村
内容

参照① 自治

体のヤングケ

アラー支援ペ

ージ

参照② 報道

等の出典を示

す

人口

静岡県 静岡市

・令和５年度からコーディネーターを「市若

者相談センター」に設置

・静岡県が令和４年度に実施した実態調査に

より、９月定例会で市長が相談場所・コーデ

ィネーター設置明言

・家事支援を行うヘルパー派遣や当事者の交

流の場を設ける方針を打ち出し

・第４次静岡市総合計画（施策２）に「静岡

県型ヤングケアラー支援」明記

・県が運営する「ヤングケアラー相談窓口」

も利用可

万人

以上

愛知県 各市

・市の電話窓口開設 県 で一覧公開

－ －

愛知県 豊田市

・重層的支援会議にて、ヤングケアラー支援

体制を検討中

・令和４年度中にアセスメントシートを作成

予定

・令和４年度中に事例検討会を通じて支援制

度の整理、拡充、新規事業の必要性の検討を

進める予定

・県立高校にスクールソーシャルワーカーを

配置

万人

～ 万

人未満

愛知県 豊橋市

・ヤングケアラーの相談窓口をこども若者相

談支援センター内に設置

・相談窓口にヤングケアラー支援コーディネ

ーターを設置予定（現在、社会福祉士、精神

保健福祉士、保健師のいずれかの資格を有す

る者を応募資格とし、会計年度任用職員とし

て 名募集中）

・こども専用相談ダイヤル（県内無料の電話

相談）を設置

・愛知県のヤングケアラー支援におけるモデ

ル自治体

・県立高校にスクールソーシャルワーカーを

配置

万人

～ 万

人未満

愛知県
春日井

市

・ヤングケアラー 開設

・ヤングケアラーの相談窓口設置（平日）

・児童相談所相談ダイヤル（県事業： 時

間）

・ 時間子供 ダイヤル（県事業： 時

間）

－

万人

～ 万

人未満
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都道府

県

市区町

村
内容

参照① 自治

体のヤングケ

アラー支援ペ

ージ

参照② 報道

等の出典を示

す

人口

三重県 名張市

・ケアラー支援条例を制定（全国で３番目）

・地域福祉教育総合支援ネットワーク（学

校、 、地域住民、医療機関、福祉関係機

関、まちの保健室、エリアディレクター、民

生委員・児童委員）（地域のネットワークを充

実させて、みんなで支える仕組み）を構築

・ネットワークを構成する保健師やスクール

カウンセラー、エリアディレクターなどが

「リンクワーカー」として「ケアラー」への

支援をコーディネートしている

－

万人

～ 万

人未満

大阪府 大阪市

・市内の各区役所にヤングケアラー相談窓口

を設置

・ヤングケアラー寄り添い型相談支援事業を

実施（元ヤングケアラーが参加するオンライ

ンサロン、 や電話などで相談支援を行うピ

アサポートを実施、コーディネーターを配

置）

－
万人

以上

大阪府 堺市

・子ども青少年局、教育委員会事務局、健康

福祉局、区役所の関係各課による検討会議を

行い、国のガイドラインを参考にアセスメン

トシートを作成

－
万人

以上

兵庫県 各市

・市の電話窓口開設 県 で一覧公開

－

兵庫県 明石市

・市の相談窓口を設置

・ヤングケアラーの相談ダイヤルを設置（

時間 日）

・「こども総合支援条例」にヤングケアラー支

援について規定する条文を新設

・ヤングケアラー支援チーム発足

万人

～ 万

人未満

兵庫県 神戸市

・自治体として全国初の相談窓口を設置

・こども・若者ケアラー支援マニュアルを作

成

・マニュアル内で、ヤングケアラーから相談

があった場合または発見した場合の対応方針

をまとめている

万人

以上
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都道府

県

市区町

村
内容

参照① 自治

体のヤングケ

アラー支援ペ

ージ

参照② 報道

等の出典を示

す

人口

鳥取県 鳥取市

・令和４年 月１日からヤングケアラー・コ

ーディネーター（会計年度任用職員）を１名

採用・配置予定（募集中）

・コーディネーターの具体的業務は、ヤング

ケアラーについての関係機関への啓発活動、

研修、助言、調査、連携／ヤングケアラー及

びその家族に対するソーシャルワークとして

いる

－

鳥取市 コー

ディネーター

募集 年

月 日確認

時点でホーム

ページ閉鎖

万人

～ 万

人未満

岡山県 総社市

・令和４年度予算案として、ヤングケアラー

コーディネーターの配置、家事支援・訪問支

援サービス（介護保険サービス、障害福祉サ

ービス、ファミリーサポート事業等の既存の

社会サービスに加え、新たに家庭に訪問して

家事代行などの訪問を行うサービス）の創設

を掲げていた

万人

～ 万

人未満

福岡県
北九州

市

・北九州市ヤングケアラー相談支援窓口を開

設

・相談窓口は、社会福祉士などの資格を持つ

コーディネーターが対応する。相談内容によ

ってはコーディネーターが、子どもが通う学

校などに出向くことも想定。関係機関との連

携や支援を通じて、子どもを助ける態勢を取

る

・ヤングケアラーに関する相談は各区役所の

「子ども・家庭相談コーナー」で受けている

万人

以上

宮崎県
えびの

市

・教育委員会（学校）部門、高齢者部門、福

祉部門、子育て部門の各事務局が連携し、横

断的にヤングケアラーへの支援に取り組む

・ヤングケアラーに関する啓発、相談対応に

ついては、子ども課を中心に取り組む

・相談窓口を設置

－
万人

未満

愛知県 大府市
・愛知県のヤングケアラー支援におけるモデ

ル自治体
－

万人

～ 万

人未満

愛知県 一宮市
・県立高校にスクールソーシャルワーカーを

配置
－ －

万人

～ 万

人未満

愛知県 弥富市
・県立高校にスクールソーシャルワーカーを

配置
－

万人

未満

愛知県 刈谷市
・県立高校にスクールソーシャルワーカーを

配置
－ －

万人

～ 万

人未満
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都道府

県

市区町

村
内容

参照① 自治

体のヤングケ

アラー支援ペ

ージ

参照② 報道

等の出典を示

す

人口

愛知県 東浦町
・県立高校にスクールソーシャルワーカーを

配置
－ －

万人

未満

山梨県
富士吉

田市

・県ヤングケアラー支援ネットワーク会議構

成員

・市で独自の を配置

－ －
万人

未満

山梨県
市川三

郷町

・県ヤングケアラー支援ネットワーク会議構

成員

・庁内連携会議、ガイドラインに基づく地域

の連携体制を確立

－ －
万人

未満

山梨県 大月市

・庁内検討会議の会議体は有していないもの

の、各課が連携を行っており、学校とも年に

数回定期情報交換会を開催する他、適宜情報

共有を行っている

－ －
万人

未満

山梨県 甲斐市

・庁内検討会議の会議体は有していないもの

の、各課が連携を行っており、学校とも年に

数回定期情報交換会を開催する他、適宜情報

共有を行っている

－ －

万人

～ 万

人未満

大分県 大分市
・家事や育児を支援するヘルパーの派遣事業

を 月から試験的に開始すると発表
－

万人

～ 万

人未満

神奈川

県
平塚市

・要支援家庭に弁当宅配といった見守り事業

（ ４月から）や、ヘルパー派遣事業を実施

（ 補正予算に計上）

－ －

万人

～ 万

人未満

※上記は 年 月 日時点にアクセスした情報である。

※参照①と参照②に共に記載がないものは当事業の検討委員会での議論において収集した情報に基づく。



 

16 
 

４ 考察

 
収集した情報から、各地で取り組まれている種々のヤングケアラー支援に係る取組

を把握した。報道されている情報等から収集できる情報に限られるため全ての取組が

網羅されていない可能性もあるが、全国、人口規模も様々な自治体で取り組みがなさ

れていることが確認でき、この結果をもとにして後に行うヒアリング調査の依頼先を

選定することとした。 
収集した情報は、「都道府県」が県下の市区町村の情報（ヤングケアラー支援窓口等）

を集約し公表しているものと、「市区町村」が自身の取組等を公表しているものとに大

別でき、ヒアリング調査の依頼先を検討するにあたっては、都道府県として情報集約

等の取組が進む地域（に所在する市区町村）も対象に含めることとした。 
また、市区町村での取組のうち、特に「ヤングケアラーを現に把握しているという

ところ」といった視点を重視した。中でもヤングケアラーに対して直接的に支援

（例：訪問支援（ヘルパー派遣）等）を実施している所においては、現にヤングケア

ラーを把握しているものと想定できるものとして検討した。 
さらに、当事業では、教育分野と福祉部門の間で行われるヤングケアラー支援に係

る取組に注目しながら児童福祉部門が支援の取組を主導する例を捉えて考察したいこ

とから、情報収集にて把握した各取組を主導するのがどの部門であるかを確認する必

要があることが分かり、後に行うヒアリング調査の事前に確認することとした。 
 

 



 

17 
 

第４章 運用スキーム検討のためのヒアリング調査

１ 目的

教育分野（学校や教育委員会）が把握したヤングケアラーの情報を児童福祉部門が

一元的に集約し支援につなげるといった、ヤングケアラーの把握・支援に係る運用事

例（連携体制、情報共有の方法、役割分担と取組内容、フォローアップの方法等）を

収集し、本事業の成果物においてモデルとして提示する運用スキームの検討材料とす

るために、ヒアリング調査により確認した。

２ 調査概要

 ヒアリング調査の対象

ヤングケアラー支援を行う市区町村の児童福祉部門である 自治体と福祉部門１自

治体をヒアリング対象とした。

先に実施した情報収集（文献等調査）の結果から、ヤングケアラー支援に先進的に

取り組んでいると推察された自治体をヒアリング対象とした。

選定にあたっては、収集した情報から、ヤングケアラー支援の窓口を児童福祉部門

が担うであろうと考えられる所の内で、ヤングケアラー支援に関する取組が盛んであ

り、当事業への示唆に富む取組がなされていることを選定できるよう、有識者からの

推薦も含めて検討した。

なお、情報収集（文献等調査）で得た情報からは、ヤングケアラー支援を主導する

部門が児童福祉部門であるかどうか十分に確認できなかったため、電話によるヒアリ

ングを実施した上で、ヒアリング調査の対象を選定した。この点について、さらに確

実に確認するために、後述する「試行運用協力先検討のためのアンケート調査」の集

計結果も一部参考にしながら、対象を決定した。

ヒアリングの対象を下記に示す。
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図図表表  ヒヒアアリリンンググ調調査査のの対対象象

対象 自治体規模
市 万人～ 万人未満
市 万人以上
市 万人～ 万人未満
市 万人以上
町 万人未満
市 万人～ 万人未満
市 万人以上
市 万人以上
市 万人～ 万人未満
市 万人未満
市 万人～ 万人未満
市 万人以上

（注） 所においては、調査対象がヤングケアラー支援の主管課である福祉局へ調査した。

 調査の時期

年 月 日（金）～ 月 日（月）

 調査の方法

オンライン会議形式 にてヒアリングを実施した（１所は電話により実施した）。

 調査項目

ヒアリング調査項目を以下に示す。

図図表表  ヒヒアアリリンンググ項項目目

１１  回回答答者者のの基基本本情情報報

➢ 令和３年度におけるヤングケアラー相談件数（相談元の部門・機関名やそれぞ

れの部門・機関からの相談件数）、実際の支援件数

➢ ヤングケアラー支援に係る体制と連携先部門・機関との役割分担等、コーディ

ネーター配置状況、貴自治体内の学校における 配置状況、コーディネータ

ーや がヤングケアラー支援において担う役割への期待

➢ 想定する支援対象者の年齢層

➢ ヤングケアラー支援を開始した時期やきっかけ

➢ ヤングケアラー支援等の運用を主導するに至った経緯

２２  ヤヤンンググケケアアララーーのの把把握握かからら支支援援ににつつななががるるままででのの事事項項

➢ 学校や教育委員会等の教育分野でヤングケアラーが把握されてから支援に至る

までの流れ

➢ 学校や教育委員会等との役割分担

➢ ヤングケアラーに関する情報の確認・記録・共有方法

 
 
4 会議形式とした。 
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➢ ヤングケアラーを把握するための基準

➢ 情報共有の際に用いる台帳や、共有された情報を記録する台帳等の使用ツ

ール（所定のフォームがあればその内容も含め）

➢ 教育分野からの情報共有のタイミング

➢ 情報共有先となる部門や機関（教育分野以外で）、部門・機関に共有する

内容の範囲やタイミング

➢ 会議体の設置や電話、メール連絡等、共有方法

➢ 共有にあたっての関係者間の取り決め事項 等

➢ この段階における現状や工夫

ア 個人情報の取扱いをどのようなルール下で実施しているか

イ 貴部門での対応を、どのように教育分野にフィードバックしているか

ウ 都道府県教育委員会や、都道府県立の学校（高校等）からヤングケアラー

の相談が入りやすくなるための工夫、それぞれと情報共有し連携するため

の仕組み等における工夫

エ その他、この段階における課題と工夫

３３  支支援援方方針針検検討討かからら支支援援実実施施中中のの事事項項

① 支援方針の検討から支援実施中の対応の流れ

② 主な連携先と役割分担

③ 支援の中でも、特に「ピアサポート等相談支援」、「オンラインサロン」、「訪問

支援」の実施有無（有の場合は、今年度に各種支援につないだケース数）

④ 支援内容の確認・記録・共有方法

ア ヤングケアラー支援に入る際の基準 上記③の支援を実施する場合には、

その基準も

イ 情報共有の際に用いる台帳や、共有された情報を記録する台帳等の使用ツ

ール（所定のフォームがあればその内容も含め）

ウ 貴部門から連携先となる部門・機関への情報共有のタイミング

エ 貴部門から連携先となる部門・機関に共有する内容の範囲

オ 会議体の設置や電話、メール連絡等、共有方法

カ 共有にあたっての関係者間の取り決め事項 等

⑤ この段階における現状や工夫

ア 個人情報の取扱いをどのようなルール下で実施しているか

イ 支援の内容や状況を、どのように教育分野にフィードバックしているか

ウ 都道府県教育委員会や、都道府県立の学校（高校等）からヤングケアラー

の相談が入りやすくなるための工夫、それぞれと情報共有し連携するため

の仕組み等における工夫

エ 上記③の支援を実施する場合 支援実施における課題と工夫

オ その他、この段階における課題と工夫

４４  フフォォロローーアアッッププ中中のの事事項項

① フォローアップに係る対応の流れ

② 主な連携先と役割分担

③ フォローアップ内容の確認・記録・共有方法

ア フォローアップの基準 対象者、フォローアップ期間等

イ 情報共有の際に用いる台帳や、共有された情報を記録する台帳等の使用ツ

ール（所定のフォームがあればその内容も含め）
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ウ 貴部門から連携先となる部門・機関への情報共有のタイミング

エ 貴部門から連携先となる部門・機関に共有する内容の範囲

オ 会議体の設置や電話、メール連絡等、共有方法

カ 共有にあたっての関係者間の取り決め事項 等

④ この段階における現状や工夫

ア 個人情報の取扱いをどのようなルール下で実施しているか

イ 支援の内容や状況を、どのように教育分野にフィードバックしているか

ウ 都道府県教育委員会や、都道府県立の学校（高校等）からヤングケアラー

の相談が入りやすくなるための工夫、それぞれと情報共有し連携するため

の仕組み等における工夫

エ その他、この段階における課題と工夫

５５  ヤヤンンググケケアアララーーにに関関すするる情情報報のの一一元元管管理理ににつついいてて

① 把握したヤングケアラーに関する情報の一元管理の方法

ア 集約する情報の範囲や内容、情報管理ルール、管理体制、使用するツール

等

※貴部門で一元管理していない場合は、関係者間での情報共有方法、共有する

される情報の範囲、その管理方法に至った理由、 他部門で一元管理してい

る場合 一元管理を担当する部門名

② 上記方法における現状や工夫

ア 一元管理の際、１つのケースをどのようにカウントしているか 実件数か

延べ件数か、ケースとしてカウントする始点や終点はいつか、同一人物で

再度ケース計上されることはあるか等）

イ 要対協でケース管理をする場合に、児童虐待対応ケースとの区別はどうし

ているか

ウ その他、一元管理における課題と工夫

６６  ヤヤンンググケケアアララーーのの把把握握・・支支援援のの準準備備

① 運用までに準備すべき事項

② 運用までの準備にかかる期間の目安

③ 運用までの準備における課題や工夫

④ 個人情報を共有するための基盤やルール作りについての課題や工夫

７７  困困難難事事例例とと対対応応のの工工夫夫

① 下記困難事例の対応実績の有無 実績ありの場合は、その対応内容や工夫

ア 家庭が支援を拒否する事例

イ 中退者等学校での把握が困難な事例

② 上記以外の困難事例と対応内容、工夫

８８  他他所所へへののアアドドババイイスス

➢ これから、ヤングケアラーの把握や支援の運用をはじめる市区町村に向けての

アドバイス
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３ 結果

以下に、各所でのヒアリング結果を示す。

（以降のヒアリング調査結果では、ヤングケアラーを「 」と略して表記している。）

【対象】Ａ市

【日時】 年 月 日（金） ： ～ ：

１１  回回答答者者のの基基本本情情報報

＜体制等＞

➢ 現状としては、「ケアラー」ということで言うと、障害福祉部門、保健福祉部

の中の社会福祉課といった障害福祉のラインで扱っている流れと、子ども未

来部の子育て総合センターが要対協の調整機関として児童虐待のケースの中

での把握を行っている流れとがある。

➢ 協議会が昨年度から始めている 相談から情報が入る場合もある。地域

包括が関わる高齢者支援の関係が を把握することもある。現状としては、

一元化してセンターが把握しているわけではない。センターでは、児童虐待

事案以外に家庭児童相談も受け付けているが、 相談が全てセンターにくる

かというと状況は異なる。

➢ （スクールソーシャルワーカー）は教育委員会に常時４名おり、学校から

の要請を受けて出向いている。 は様々な問題に関わっていく。学校教育課

には （スクールカウンセラー）も も配置されており、役割分担の中で、

というこどもへの支援が必要であれば、子育て部門、福祉部門へと情報を

共有してもらうことを期待している。 と当センターが協働して対応するケ

ースも実績はある。

➢ コーディネーターはまだいない。

＜想定する支援対象者の年齢層＞

➢ 当センターは 歳未満を対象にしている。会議では 歳以上の場合にどうす

るかという意見も出ており、検討しているところ。

＜ヤングケアラー支援を開始した時期やきっかけ＞

➢ 支援については、令和３年３月に、地域の市民団体が主導して 協議会が

立ち上がり、それに市が参加して動き始めている。この協議会は、もともと

は地域の様々な課題を検討するためのネットワーク（市民団体、地域包括支

援センター、社協等が参加）がベース。この度、 を地域課題として検討す

るということで、 協議会が立ち上がり、当センターも参加（当該協議会の

事務局は地域包括支援センターである）。
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＜ヤングケアラー支援等の運用を主導するに至った経緯＞

➢ 協議会と市の当局、社会福祉、子ども福祉部門で、連携会議が始まったと

ころである。多機関が連携し、全体で 支援に関わっていこうという趣旨で

ある。 支援のケース管理というよりも、まずは何が課題なのかを明確にし

ようという意図で開催されている。具体的には母子保健、社会福祉、高齢福

祉、保育課、学校教育課（教育委員会）、子ども未来部（子育て支援課）、

協議会が参加している。旗振りは子育て支援課が中心。

➢ の問題は他の自治体も同様だと思うが、どこの分野でやるのかは地域によ

り様々だと思われる。ケアラーの視点で高齢福祉分野、全体的な視点で社会

福祉分野、また学校教育課の場合もあり、中心となる部門が定まらなかった

経緯がある。しかし、 はこどもの問題ということが大きく、子ども未来部

の担当部長が手を挙げて、連携が必要ということで念願叶って多分野で連携

会議を持つことができた。

２２  ヤヤンンググケケアアララーーのの把把握握かからら支支援援ににつつななががるるままででのの事事項項

＜学校や教育委員会等の教育分野でヤングケアラーが把握されてから支援に至るまで

の流れ＞

➢ そもそも、児童虐待事案への対応として、教育委員会で毎年年度初めに開催

される小中学校の校長会議があるので、そこへ参加し児童虐待の恐れがある

場合の通告義務に関する話をしている。発見した場合、まずは組織的に通告

する必要があるかを学校内で判断いただくことになっている。

➢ その他にも教育委員会の中で校長会議が年６回実施されている。その際、国

の についてのパンフレットを配布して についての啓発を行っているが、

としての通告を求めるものではない。保育園、認定こども園にも同様に毎

年啓発を行っている。

➢ 学校から、 含む児童虐待事案の相談は、発生ベースで入ってくる。

＜ヤングケアラーに関する情報の確認・記録・共有方法＞

➢ 基本的には児童虐待事案から の管理を切り分けていない。要保護として取

り扱う事案か、要支援として取り扱う事案か、ということで分けている。ま

た、「家庭相談」の枠組みの中で の兆候が見受けられれば支援するが、

としてカウントをしているわけではない。

➢ 児童虐待は児童記録を立ち上げて管理している。

➢ 記録簿の内容としては、児童、生徒の氏名、生年月日、保護者の氏名、生年

月日、きょうだいなどの家族の構成など。その他、こどもが関わっている療

育分野、発達障害に関する医療機関、障害があれば障害福祉サービスの利用

状況などは記録として残す。こどもが受けている支援やサービスは細かく記
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録し、実施した援助の結果もそこに蓄積されていく。

➢ 協議会の中でもある程度話し合いを行い、受けた相談をつなぐ先として、

どうしていくかを検討している。今後もそことのつながりを強くしていく予

定である。

＜この段階における課題と工夫＞

➢ 要対協に挙げるケースは児童虐待の可能性があるということで挙がっている。

ネグレクト家庭であれば、十分可能性はある。しかし、周りからはそう見え

るかもしれないが、（ ）本人としてはそう感じていない場合もある。こども

の感じ方、受け止め方を考えると、 のケースをすべからく要支援児童とし

て取り扱うことに難しさを感じる。

➢ を探すのではなく、その家庭に変化が起きた時どう対応してどう支援する

のか、視点を変えないと前に進まないように思う。

３３  支支援援方方針針検検討討かからら支支援援実実施施中中のの事事項項

＜支援方針の検討から支援実施中の対応の流れ＞

➢ 児童虐待分野、福祉分野、学校現場等で を発見した場合の、市の行政サー

ビスが追い付いていない状況。実際、家庭にヘルパーや介護者が入るとよい

と思われるケースもあるものの、支援がまだ確立されていない。そのような

中で、 協議会の方々が、こどもに寄り添い、こどもからの信頼を経て、こ

どもたちの話を聞いてくれている。話を聞くだけでも心が軽くなるため、そ

ういった支援をしている状況。支援提供体制はこれから強化していく。

４４  ヤヤンンググケケアアララーーにに関関すするる情情報報のの一一元元管管理理ににつついいてて

➢ 児童虐待の分野と同じようにしており、ケースの記録を積み重ねて行ってい

る。児童虐待ではない の場合にどのようにしていくかは、これから議論を

重ねて検討していきたい。

５５  困困難難事事例例とと対対応応のの工工夫夫

＜家庭が支援を拒否する事例＞

➢ 例えば、経済的に困難な状況にある家庭があったとして、債務整理するにし

ても様々なしがらみで整理できず、なかなか解決できていない場合がある。

は親の抱える課題が背景にある場合が多く、こどもが抱える課題が背景に

あるというのはわずか。親への支援が充実しなければ、こどもの環境は良く

ならないと思う。

➢ 保護者の問題を改善させる支援を行わなければいつまでも解決できない。仮

にこどもに発達障害があるといった場合は、こどもへの支援もできるが、
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は、保護者が何等かの理由で十分子育てに関わることができていないことか

ら支援の必要性が生じる。行政だけでできる問題ではなく、行政サービスの

ないところを補完していく部分では市民の力が必要だと感じている。

＜中退者等学校での把握が困難な事例＞

➢ 本人・家族と行政とのつながりがあれば支援できるが、保護者の理解がなけ

れば（つながることが）難しい。保護者が、「こどものために自分が頑張らな

いといけない」と意識を変えていただくことが大変だと感じる。

➢ 基本的に、児童虐待の対応において、介入は親の行動変容を促すという考え

方。しかし、 協議会での話し合いの中で、保護者へアプローチするのでは

なく、こどもの自立を促したりしてこども自身に関わったほうが解決しやす

いケースもあるのかもしれないという話が出たことがある。

➢ の当事者から、担任や 等に話をした際、共感はしてもらえるものの、具

体的な支援先などに関するアドバイスをしてもらえなかったと聞いたことが

ある。支援策を明確にしてアドバイスしてほしかったとのことであった。

６６  そそのの他他（（他他所所へへののアアドドババイイススややココメメンントト等等））

➢ 当市では民間である 協議会が先進的な対応をしているが、行政だけで動く

と、ニーズから的外れなことを行ってしまうことがある。必ず民間の声など

を反映し、力を借りながら取り組みを進めていくことが重要だと感じている。

➢ を探すことだけに注力するのではなく、こどもや家庭の変化に気づき、情

報共有を行い、柔軟にサポートできる体制を整えることが重要だと思う。

➢ への対応として、こどもの気持ちに寄り添うことが一番大切であるが、こ

どもが「自分は我慢できるから、保護者に言わなくていい」と言う場合もあ

る。その場合、我々がこどもの福祉を最優先して保護者に事情を話し、家庭

に踏み込むという点は、こどもの気持ちに寄り添うこととの矛盾がありジレ

ンマを感じている。
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【対象】 市

【日時】 年 月 日（水） ： ～ ：

１１  回回答答者者のの基基本本情情報報

＜体制等＞

➢ 行政機関の窓口と「 相談支援窓口」（委託）の２つが窓口となっている。

行政機関の窓口は要対協の調整機関であり、児童相談の窓口。学校等でアセ

スメントがなされて と判断されたケースについては、行政機関の窓口に情

報をつないで把握し、必要な支援（公的サービス）につなげていく形を取っ

ている。

➢ 他方、「 Ｃ相談支援窓口」には常時コーディネーター（有資格者かつ現場経

験がある方）がいる体制で、本人からの悩みも聞ける体制としている。来所

相談を希望する場合や、 同士のつながりを持ちたい場合等に対応するた

め、対面形式やオンライン形式での相談、交流会等の実施が可能な設備を整

えている。

➢ 「 Ｃ相談支援窓口」では、 支援に関することであれば、本人や家族だけ

でなく、支援する関係機関からの相談も受け付けている（間接支援）。

➢ 「 相談支援窓口」は施設の運営含めて全て外部に業務委託している。委託

先では市が定めた仕様書に沿って運営が行われている。

➢ 「 相談支援窓口」担当者は、アウトリーチ活動として、市内の小中学校等

に巡回して窓口について周知している。その際、支援関係者の相談も受け付

けていること（間接支援）もあわせて伝えている。

➢ は市教育委員会に 人配置されている。必要があれば学校から教育委員

会に依頼して派遣する形となっており、支援につなげる必要があると感じる

ケースは、行政機関の窓口や 相談窓口につなぐよう体制整備を行ってい

る。

➢ も市教育委員会に配置されており、学校を通じ、必要に応じて行政機関の

窓口や 相談窓口と連携するよう体制整備を行っている。

➢ 相談窓口の質の維持向上のために、有識者から支援に関するスーパービジョ

ン（助言・指導）を受ける仕組みを導入している。

＜想定する支援対象者の年齢層＞

➢ 相談支援窓口は 歳未満を基本的な対象としている。 歳を超えた方から

の相談については傾聴対応を行っているが、 歳以上の場合は「 相談支援

窓口」にてフォローし続けていくことを想定はしておらず、別の枠組みへと

つなぐことになる。

＜ヤングケアラー支援を開始した時期やきっかけ＞
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➢ 以前より、こども・家庭全般の相談に対応する行政機関窓口にて支援を実施

していた。（ の相談窓口としての広報は令和３年 月に実施）

➢ これに加えて、専門のコーディネーターを配置した「 相談支援窓口」を令

和 年 月に開設した。

＜ヤングケアラー支援等の運用を主導するに至った経緯＞

➢ 子どもの権利が侵害されている状況も考えられるため、こども家庭分野を所

管する局が担当している。なお、教育、保健福祉分野も関係局として、関係

課長会議を設置し、関係課間での連携を図っている。

２２  ヤヤンンググケケアアララーーのの把把握握かからら支支援援ににつつななががるるままででのの事事項項

＜学校や教育委員会等の教育分野でヤングケアラーが把握されてから支援に至るまで

の流れ＞

➢ 学校で の疑いがあると判断した時は、校内でアセスメントを行い、 と判

断した場合は、行政機関の窓口に情報共有を行う。

➢ 学校等で把握された は、行政機関の窓口へ要保護・要支援について情報共

有を行う。行政機関の窓口で情報収集・再アセスメントをした結果、要保

護・要支援児童に該当する場合は、関係機関での継続した支援を行う。該当

しない場合は、学校での見守りの継続、必要に応じて、「 相談支援窓口」で

の支援（本人の相談対応、 同士の交流等）も行う。

＜学校や教育委員会等との役割分担＞

➢ 教育部門に対して、 相談支援窓口によるアウトリーチの他に、 支援者研

修を実施し、教職員への周知・啓発を行った。

➢ 市立全小・中学校等が実施する児童生徒向けのアンケート項目の中に、 に

関連する質問項目が含まれるようになった。アンケート実施後、 の疑いの

ある児童生徒に対し、面談とアセスメントを行い、支援の必要があると判断

した場合には、行政機関の窓口へ情報提供するといった流れができた。

＜ヤングケアラーに関する情報の確認・記録・共有方法＞

➢ のアセスメントに用いる基準としては、令和元年度子ども子育て支援推進

調査研究事業において策定されたアセスメントシートを一部修正して活用し

ている。

➢ の支援を行うにあたっては、こども本人や家族に情報共有に係る同意を取

るよう学校や関係者にお願いしている（児童虐待が疑われる等は除く）。

➢ こども本人や家族の同意がないと支援につなぐことができない。同意が取れ

ない場合は、個人情報を用いない形で一般的対応のアドバイスしている。

➢ 「 相談支援窓口」の担当者には、行政機関の窓口や学校等とケースについ

て共有する際は、原則として本人の同意を得た上で、行政機関の窓口や学校
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等、対面で状況共有を行っている。

＜この段階における現状や工夫＞

➢ の現状や支援の必要性についての啓発活動に力を入れた。窓口の と同時

に、対象になりそうなこどもで必要な支援が届いていないこどもがいれば相

談して欲しい旨を併せて伝えている。

➢ 相談支援窓口のアウトリーチ活動として、市内小・中学校等へコーディネ

ーターが訪問のうえ周知している。 関係で相談したいことがあれば 本人

や家族のみならず、支援する関係者の相談も受けられることを併せて周知し

ている。

➢ 相談支援窓口立ち上げ時には、市立全小・中学校等については全児童生徒

に「 相談支援窓口」のチラシを配付し、家族の目にもとまるようにした。

私立学校や県立学校の所管課にも周知し、必要時に活用していただくよう伝

えた。

３３  フフォォロローーアアッッププ中中のの事事項項

＜フォローアップに係る対応の流れ＞

➢ になる要素（背景）が解決したら、直接的なケース支援は終了になる。支

援の終了はケースによって異なるが、場合によっては、通学先での見守りや、

関係機関につなぐことも想定している。

４４  ヤヤンンググケケアアララーーにに関関すするる情情報報のの一一元元管管理理ににつついいてて

＜把握したヤングケアラーに関する情報の一元管理の方法＞

➢ に該当した場合は、行政機関の窓口へ情報提供を行う。行政機関の窓口に

よる再アセスメントの結果 と判断された場合、要対協において として管

理している。

＜要対協でケース管理をする場合に、児童虐待対応ケースとの区別はどうしているか＞

➢ 要保護・要支援児童として対応がなされる場合であれば通常の要対協の枠組

みの中でケースが管理される。

➢ の状態にあるケースの数は本庁部門でも把握しており、 支援対象者とし

てカウントするようにしている。

５５  困困難難事事例例とと対対応応のの工工夫夫

＜家庭が支援を拒否する事例＞

➢ コーディネーターが家庭訪問や 本人に寄り添うなど時間をかけて関係構築

をしていく。 本人や家族の気持ちを優先し、寄り添う支援から開始してい

る。
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➢ 相談意向があるものの面談が難しいケースは、 などのオンライン会議シ

ステムを活用するなど工夫している。

＜中退者等学校での把握が困難な事例＞

➢ 別の相談窓口から「 相談支援窓口」へ紹介があり、相談につながったケー

スはある。

➢ 小中学校、保育園、放課後デイサービス、医療機関、行政の関係機関、民生

委員、児童委員等の の支援者となり得る方を対象として についての研修

（ 支援者研修）を行った。また、市民等からの要望に応じて、出張型の講

演を行っている。そういった地道な周知を通して、 についての一般市民の

認知度を高め、窓口へ相談がつながるよう努めている。（本人の同意を取って

相談支援窓口につないでもらうことが円滑な支援につながることも合わせて

啓発している）

６６  そそのの他他（（他他所所へへののアアドドババイイススややココメメンントト等等））

➢ 関係機関との連携は必須であり、教育分野、保健福祉分野、保育所、幼稚園

等と情報共有できる関係性を構築していくことが大事である。

➢ 学校との連携は特に重要であり、コーディネーターの学校へのアウトリーチ

活動等も含めて、連携させていく必要がある。まずは の認知度を上げてい

き、併せて相談窓口も周知することから取り組んでいる。
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【対象】 市

【日時】 年 月 日（月） ： ～ ：

１１  回回答答者者のの基基本本情情報報

＜体制等＞

➢ 毎月１回、児童相談所、警察、保健所等の関係者が集まり、要対協登録ケー

スに関して進行管理会議を行う。 ケースも、当該会議で取り扱う管理台帳

の中に収載している。 ケースに関しては、進行管理を別枠として行ってい

るわけではなく、要支援・要保護児童の要対協の枠組みの中で対応している。

➢ と思われる方にはこれまでも対応してきたため、今は後付けで であるこ

とを確認しているような状況。今年度の途中からしっかり把握していこうと

いうことになった。毎月、ケース管理しているのは市内で 人前後いるが、

ケース管理に用いる台帳において に関する項目を設けて、該当する者はそ

の項目の枠に「〇」をつけて管理している。

➢ いわゆる虐待の定義にあてはまらないが の状況にあるこどももいるが、取

扱いは変わらない。要支援児童として登録する。学校の先生にも連携して関

わってもらう必要があるためである。

➢ 当市ではコーディネーターは配置していない。要対協事務局がコーディネー

ター的役割を担っている。

➢ については、中学校区が あり、全中学校区及び義務教育学校に配置し、

併せてその校区の小学校も担当しているが常駐しているわけではない。小さ

い学校であれば２つの校区をまたがる形で が配置されているため、実際の

の数は主任 、統括 を除き 人程度。教育委員会から派遣されてい

るといった形である。 の中の主任や統括といった役割の者が要対協の実務

者会議に参加することとなっている。 ケースが学校からつながるパターン

は多く、学校との連携を深める意味でも に期待する面は大きい。なお、

は市教育委員会に所属する。

➢ は、県教育委員会に配置（会計年度任用職員）しており、 年度は市内

に 人配置された。中学校区に１名の配置。学校からの要請を受けて出向く

というよりは、中学校が拠点校となり、週１～３日勤務している。校区によ

っては中学校に行く日と小学校に行く日を決めていたり、小学校の要請によ

り中学校から出向いたりしている。勤務日、勤務場所については校区の校長

同士の話し合いで決定している。

＜想定する支援対象者の年齢層＞

➢ 基本的に 歳未満。 歳以上の支援の実績はない。去年 歳がいたが、う

まく終結できたため、対応事例がない状態である。
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＜ヤングケアラー支援を開始した時期やきっかけ＞

➢ メディアにも という言葉が出るようになったことと、議会の関係もある。

県や国の動きが活発化しているところもあり数字を把握する必要性があった。

＜ヤングケアラー支援等の運用を主導するに至った経緯＞

➢ 現在の体制に至るまでに色々と話があったようだが、はじめは教育委員会で

取りまとめをしている自治体があるとのことから、教育部門で管理すること

も検討した経緯がある。ただ、教育委員会となると小学校から中学校までが

範囲となるため、 歳以降や未就学児等の対応はどうするのかという話にな

った。その点、児童福祉部門であれば、幅広いこどもの年齢層で担当してい

るので、当課が 担当になったのだろうと推測する。

２２  ヤヤンンググケケアアララーーのの把把握握かからら支支援援ににつつななががるるままででのの事事項項

＜学校や教育委員会等の教育分野でヤングケアラーが把握されてから支援に至るまで

の流れ＞

➢ 虐待については即座に連絡をもらうよう学校や と話をしている。そのた

め、虐待事案の中で の状況になっているこどもがいれば即座に情報共有す

ることができる。それ以外の相談ケースについては、学校が と「新規連携

シート」を作成し、書類を当方にいただくようにしている。どのようなこど

もであるか、どのような家族関係であるか、現在どういった状況にあるから

一緒に考えて欲しいのか、といった事項を記載したシートを作って出しても

らう。その中にも の状況になっているこどもが含まれている。

➢ 個人情報の取扱いで言えば、基本的に要対協に乗せることを前提にした状態

で相談が上がってくるため、「新規連携シート」の作成にも協力いただけてい

る。タイミングとしては発生ベースで随時。

➢ 「新規連携シート」は対面で受領している。紙を持参していただき、背景や

説明を聞きながら確認する。新規連携シートを受理したら、当室で個々のケ

ースの記録ファイル 紙 を作り、要対協に挙げる流れである。

➢ 進行管理台帳は先述の記録ファイルと別のリストのようなもの。鍵をかけて

保管している。児童相談所が対応しているものもあれば、保健所が対応して

いるものもある。当課で対応しているものは、もちろん詳細を把握している。

＜学校や教育委員会等との役割分担＞

➢ 当市のケースワーカーはほぼ社会福祉士である。市役所に 人くらいの社会

福祉士がおり、高齢者福祉や生活困窮部門等の他分野をローテーションして

いるため連携しやすい状況がある。

➢ 高齢分野には、庁内での会議に関しては改めて参加をお願いしたところ。例

えば要対協の代表者会議は年に２回開催しており、高齢（長寿福祉）、障害福
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祉のリーダーにも入ってもらうことになっている。また、庁内の代表者会議

も年に２回開催しており、 に対応できるよう、 が配置されている教育セ

ンター、高齢福祉、障害福祉分野の担当も参加いただいている。

＜都道府県教育委員会や、都道府県立の学校（高校等）からヤングケアラーの相談が

入りやすくなるための工夫、それぞれと情報共有し連携するための仕組み等における

工夫＞

➢ かどうかは定かではないが、要支援・要保護児童は高校とも連携をとって

支援しているケースもある。要支援・要保護児童が比較的多く在籍している

場合は、管理職ベースにより年間で打ち合わせを行う学校もある。

➢ 当課の取組について高校の中でも周知されており、関係が築けているのだと

感じている。また、中学から高校に引き継ぎをしているケースも多く、苦労

していることはあまりない。

３３  支支援援方方針針検検討討かからら支支援援実実施施中中のの事事項項

＜支援方針の検討から支援実施中の対応の流れ＞

➢ 当市が行う訪問支援事業 について。国庫補助事業として、児童虐待の未然防

止や のいる家庭の養育環境を整えるという目的で、 のいる家庭も対象と

する有料の各種訪問支援事業（ヘルパー派遣事業）を実施している。有料の

ヘルパー派遣事業の対象を①市在住であること、② 歳未満のこども又は妊

婦がいること、③家事育児に不安や負担があると本人が述べていること等の

主に３つにあてはまる方とし、あえて に絞らないことで、結果として に

つながる制度設計になるよう工夫している。

➢ その他にも、特定妊婦や台帳登載家庭等を対象とした無料のヘルパー派遣事

業や、ショートステイ等子育て短期支援事業やファミリー・サポート・セン

ター事業等も一緒に考慮して、対象となる本人から状況や希望、一番の困り

感を聞き取った上で、当部門でベストな支援を検討する。なお、有料のヘル

パー派遣事業のうち、 を対象とした事業については、ヘルパー派遣当日は、

訪問介護事業所と一緒に市職員が自宅を訪問し、事業の注意点等をお伝えす

るようにしている。また、無料のヘルパー派遣事業については、派遣日より

前に、訪問介護事業証書と一緒に市職員が自宅を訪問している。

➢ 今回の新規事業は現在、自身ともう一人の当所職員 名体制で担当している。

 
 
5  国庫補助事業を活用した市の各種「訪問支援」事業は、「ヘルパー派遣３事業（①②有料・③無料）+
アウトリーチ型訪問支援事業（④無料）」といった構成。①は「子育て世帯訪問支援臨時特例事業（子育

て支援対策臨時特例交付金＝安心こども基金）」、②は「ひとり親家庭等日常生活支援事業（母子家庭等対

策総合支援事業費国庫補助金）」、③は「養育支援訪問事業（子ども・子育て支援交付金）」、④は「支援対

象児童等見守り強化事業【アウトリーチ型】（児童虐待・DV 対策等総合支援事業費国庫補助金）」。 
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広く子育て中の方、妊婦の方を対象とするような事業の先行事例がないため、

今後の利用希望者の見込みは正直なところ分からないが、利用者が増えれば

いいなと思っている。当市ではこの事業とは別に、先行して、養育支援事業

は利用者負担を無料にして行ってきており、この無料の事業も利用者が増え

てはいる。有料の訪問支援事業についても、いわゆる要支援児童の支援とま

ではいかないが、虐待の未然防止や の支援につながればいいと思っている。

➢ 実際に有料の訪問支援事業を始めてみると、要対協登録ケースで、市町村で

はなく児童相談所に係属しているような案件からも問い合わせをいただいて

いる。そういった方には無料の養育支援制度の方を勧めるべきなのか、判断

が難しい。令和 年度から無料の養育支援事業と有料の訪問支援事業の２つの

制度が一つになるが、無料の支援事業を全部撤廃してもいいものかこれから

判断する必要がある。当市としては、できれば児童相談所が対応するケース

になっていたり、 （親に自覚がない方）のいるネグレクトのケースであっ

たりするところへ届く無料の支援メニューは持っていたい。

➢ 訪問支援事業はあくまでお試しで使っていただきたいという姿勢。支援に入

ったヘルパーから報告をもらいながら、この制度で短中期、つまり３か月、

６か月の支援を続けていこうとしているところ。こどもに所属ができたり、

既存の支援が入ったりすれば、この事業のいったんのゴールを迎えるものと

思っている。

４４  フフォォロローーアアッッププ中中のの事事項項

＜フォローアップに係る対応の流れ＞

➢ 終結は、問題が解決した時なのだと考える。例えば、ヘルパーが入ることが

できるようになった等、例えば、母親が認知症を持っていた 歳の ケース

があったが、母親が施設に入ったところで終結となった。どこで課題が解決

されるかということだと思うが、なかなかすぐに解決しないので、非常に難

しい。虐待対応の方は保育園や学校等が確認できるため、多機関に見守りを

依頼して終わることができるが、 は家庭の中のことなので終結の判断がし

づらい。

５５  ヤヤンンググケケアアララーーにに関関すするる情情報報のの一一元元管管理理ににつついいてて

＜把握したヤングケアラーに関する情報の一元管理の方法＞

➢ から依頼されて進行管理台帳に載せることになる要支援・要保護児童は、

最初の段階で連携シートを用いて対面での聞き取りを行っている。聞き取り

は 分～１時間程度行い、聞き取り内容を支援の台帳に記載して管理してい

る。



 

33 
 

➢ を対象とした有料のヘルパー派遣事業においては、世帯所得等の確認の必

要があるため、申請時に個人情報の取扱いに係る同意書を出してもらうルー

ルにしている。また、ヘルパー派遣事業の利用状況や聞き取りを行った内容

はシステムにも転記するようにしており、関係するケースワーカーに共有で

きる形となっている。

➢ 児童相談システムにはセンター全体で記録を入力し、このシステムとは別に

紙ベースでも管理している。記録をセンター全体で共有することによって、

例えば、このご家庭にはヘルパー派遣ではなくショートステイの利用、ファ

ミサポ、レスパイトが必要なのではないか等の協議ができる。送迎に困って

いるようだったらファミサポの方がよい、このご家庭だったらショートステ

イを利用した方がよい等、行政の支援サービスを比較して検討ができる。ど

う支援すればご家庭の負担感を減らすことができるのかを考えて連携してい

る。当課がコーディネーターの役割もしなければならないと感じている。

➢ 「新規連携シート」は主要なところだけ児童相談システムに転記している。

進行管理が分かるような最小限の情報である。

➢ Ｃ支援状況の一元管理で言えば、事業の主担当と地区担当ケースワーカー

は、台帳管理をしている。

６６  困困難難事事例例とと対対応応のの工工夫夫

＜家庭が支援を拒否する事例＞

➢ に限らず、支援したいのに支援にのらない行政拒否のようなケースは非常

に多い。ヘルパー派遣事業、宅配の事業等、色々支援していこうと思うとこ

ろ程、ニーズがない状態でつながりにくい。対象となる人や家庭とどのよう

に関係を構築していけばよいか。どこの関係機関が仲良くなり信頼を得てい

くか、仲良くなった機関を取っ掛りとして入っていく必要があると感じてい

る。

＜中退者等学校での把握が困難な事例＞

➢ 退学してしまえば情報が入ってこないので大変難しい事例となる。退学前の

問題であればまだしも、退学した後の事項等は対応しようがない状況だと思

う。

＜上記以外の困難事例と対応内容、工夫＞

➢ きょうだいのお世話をしているケースが難しいと感じる。お兄ちゃんが弟の

面倒を見なければならないケースで、弟は障がいを持っていて、一人で家に

置いていくことはできず、弟が学校へ行けずに母親も仕事に行かなくてはな

らないとなった時、お兄ちゃんが学校を休んで弟の面倒を見なければならな

くなる。こういったケースは使える行政サービスがなく苦慮している。弟が
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学校を休むタイミングも事前に分かるわけではなく、お兄ちゃんも不登校気

味であるとのことで、どうしたらよいのかと母親から相談があったものの、

支援方法がなく大変難しいと感じた。

７７  そそのの他他（（他他所所へへののアアドドババイイススややココメメンントト等等））

➢ 今年度、モデル的に小学校２校区において、校長や教頭等の管理職ではなく

現場の担任の先生方に対して、児童虐待防止の研修会を実施することができ

た。この研修会は虐待だけでなく、 のトピックも含まれるがこの冬 月に

もフォローアップの研修を行う予定であり、個人的には非常に有効な取組だ

と思っている。こどもの発した言葉、親の発した言葉をつかむことが、虐待

や の対応に際して重要だとされている中、学校のトップに伝えることも大

切だが、現場の先生方に伝えられる機会は有意義だと思う。来年度以降は研

修実施校を増やしていく予定である。

➢ の取組については他市の取組を参考にさせていただいた。その市では、要

支援児童に限定して無料の訪問支援事業を実施しているが、実績としては現

在でも１件か２件くらいとのことであった。無料にすれば、一番必要な人に

支援が届くかもしれないが、支援を受けるためのハードルは上がってしまう。

当市では有料でありながらも支援事業の対象となる受け皿が広いからか が

いると思われるご家庭への実績も増える一方、有料なら支援は結構ですとい

うご家庭も散見され限界を感じている。 支援に力をいれたいと思うので、

できれば国としても、 や要支援児童への補助があればと感じている。
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【対象】 市

【日時】 年 月 日（月） ： ～ ：

１１  回回答答者者のの基基本本情情報報

＜体制等＞

➢ 当室は要対協の事務局であり、係ごとに地区ごとの虐待相談及び対応を行っ

ている。それらの係とは別に「庶務・総務担当」として係を設けており、

の支援に関する庶務的業務（統計の整理や、 歳を超えた の福祉事務所へ

のつなぎ、市民への広報周知等）を担当業務としている。

➢ 令和３年の時点では、ネグレクトの虐待通告から を発見する形でスタート

した。相談対応をしていくなかで、 の観点から対応をしていくべきだと体

制を整えていった。

➢ 通告元は、学校が一番多い。学校から「この家庭はネグレクトではないか」

等の通告から の発見につながることが多かったが、 という言葉が浸透し

てからは「この子は ではないか」と通告が入るようになった。また、学校

以外にも保健センター等の他の行政の窓口から通告もある。支援の流れとし

ては、まずは要対協に情報が入り、年齢層や諸々の情報を加味してその後の

管理や支援を判断している。下のきょうだいの世話をしている場合の は、

要対協の管理ではなく、 ケースとして対応している。

➢ コーディネーターの配置はしていない。 は各中学校区に１名配置しており、

２週間に１度のペースで学校を回る。 の役割について、普段から要対協に

おいて関わりがあるため、 もその延長線上で対応しており、会議体のもと

もとの構成員にも含まれている。 の配置主体は市で、各中学校に派遣して

いる。

➢ 小学校、中学校、及び義務教育学校（小中一貫校）への の配置主体は県だ

が、市立高校（３校）については市が主体となり配置している。配置状況は、

各中学校に１名（＋近隣の小学校１校も対応）で、小学校のみを担当してい

る もいる。当室と 間で定例的な連携等はなく、要保護児童等について情

報共有する際に、話を聴取することがある。

＜想定する支援対象者の年齢層＞

➢ 年齢が 歳を超えたタイミングで当室と福祉窓口の情報連携ができる仕組み

は整えた。現在まだ 歳以上の を福祉につないだケースはないが、所定の

様式を作成して、福祉窓口につなぐとりきめをしている。福祉窓口は重層的

支援体制整備事業の事務局になっている。そこに、支援方針会議における守

秘義務の記載があるので、対応できるものと考えている。
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＜ヤングケアラー支援を開始した時期やきっかけ＞

➢ 当室では という言葉はちらほら耳にしていたが、令和３年、国の実態調査

や新聞等で が掲載される等をきっかけに、市として体制を整えていくこと

になった。

＜ヤングケアラー支援等の運用を主導するに至った経緯＞

➢ 市の中でもどこが担当を受け持つのかという議論を行った。福祉部局、こど

も部局、教育委員会の３分野で対応を検討していたが、 歳未満のこどもが

対象であること、既に ではないかと思われるこどもを把握していたことか

ら、まずはこども部局で の課題を対応するという話になった。

２２  ヤヤンンググケケアアララーーのの把把握握かからら支支援援ににつつななががるるままででのの事事項項

＜学校や教育委員会等の教育分野でヤングケアラーが把握されてから支援に至るまで

の流れ＞

➢ 基本は通告という形で入っている。令和３年、支援マニュアルを庁内関係部

署と協議のうえ作成し、関係部局に配布している。学校の場合、 を把握し

たら、まずはその生徒に話を聞いて様子を見るなど、各関係機関でどのよう

な対応をするのかを定めたものである。

➢ まずは学校で話を聞き、学校では対応できない内容の場合、当室に連絡をい

ただき、関係機関との調整を行うような流れである。現在の運用では、 も

虐待も一緒に受け付けている。 だが虐待ではないケースは現時点で対応歴

はない。

＜学校や教育委員会等との役割分担＞

➢ 支援マニュアルは、各関係局の視点を持ち寄って作成した。それぞれの現場

がまずは を把握し、その後の支援には多機関のつながりが必要だというこ

とで作成した。各部門がまず支援の必要性を検討し、必要があれば 歳未満

は当室、 歳以上は福祉窓口が調整役となり、その後の支援につなげる役割

分担としている。教育委員会の役割としては、学校では先生がこどもの一番

身近にいるため、 の把握が期待されること、また、介護の分野であればケ

アマネが把握するといった形で、まずは現場が対応していくことを示してい

る。

＜ヤングケアラーに関する情報の確認・記録・共有方法＞

➢ 支援マニュアルの最後にアセスメントシートを添付している。アセスメント

シート内にチェックリストを作成しており、健康に関すること、教育に関す

ること、日常生活に関すること、等の項目を設けている。令和元年に国庫補

助事業として作成された のアセスメントシートをベースに、本市用にアレ

ンジして作成した。マニュアルは当室が一方的に情報を集めて作成するので
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はなく、各機関がそれぞれの現場に適した対応の流れを取りまとめた。

＜情報共有の際に用いる台帳や、共有された情報を記録する台帳等の使用ツール＞

➢ については児童虐待事案用のシステムに入力し管理している。 のシール

を記録に貼付けし、ケース整理する際に見やすくしている。情報共有に関し

て、 も通常の通告と同じ対応である。

＜教育分野からの情報共有のタイミング＞

➢ について、把握後の見守りや声かけを経た上で通告いただいている。

＜情報共有先となる部門や機関（教育分野以外で）、部門・機関に共有する内容の範囲

やタイミング＞

➢ 実際は要対協の構成員と重なるメンバーでの対応となる。要対協でも、デー

タと紙ベースで情報共有を行っているが、そのなかに が含まれる場合は、

その情報も共有される。虐待事案であれば主に行政の窓口がほとんどだが、

の場合は地域包括支援センター、民間事業所なども関係機関として含まれ

てくるので、その現場までの情報共有は課題だと考えている。

＜会議体の設置や電話、メール連絡等、共有方法＞

➢ 基本的には要対協のとりきめと同じであり、守秘義務等も同様のもので、メ

ールに個人名を書かない、情報元の信頼性を確認する等がある。電話におい

ても個人の携帯電話ではなく、公設の電話からかけるよう伝えている。

＜共有にあたっての関係者間の取り決め事項 等＞

➢ ほぼ要対協の枠組みの中での運用であり、 で虐待の要素がないケースの運

用は今後詰めていかなければいけないところである。

＜都道府県教育委員会や、都道府県立の学校（高校等）からヤングケアラーの相談が

入りやすくなるための工夫、それぞれと情報共有し連携するための仕組み等における

工夫＞

➢ 県立高校の場合は虐待通告の確認で電話を入れることはあるが、個人情報な

ので話せないと言われることがある。 支援窓口の周知等は今後の課題であ

る。

３３  支支援援方方針針検検討討かからら支支援援実実施施中中のの事事項項

＜支援方針の検討から支援実施中の対応の流れ＞

➢ 要対協と と、２つの視点をもって対応している。要対協としての課題が改

善し、 の課題だけが残った場合は、それが漏れてしまうことがないよう確

認している。

➢ ケース記録にアセスメントシートを添付し、支援方針会議において種別変更

する際、管理職の目も含めて評価ができていると感じる。
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＜支援の中でも、特に「ピアサポート等相談支援」、「オンラインサロン」、「訪問支援」

の実施有無＞

➢ オンラインサロンやピアサポートは先進事例から有効な手段として認識して

いるが、当市は面積が広大なので、場所の設置をはじめとした課題が多い。

➢ 訪問支援事業については、養育支援訪問事業（ヘルパー派遣）の家事育児支

援に の世帯が含まれている。（この事業については、 であれば誰でも受

けられるというサービスではない）。

４４  ヤヤンンググケケアアララーーにに関関すするる情情報報のの一一元元管管理理ににつついいてて

＜把握したヤングケアラーに関する情報の一元管理の方法＞

➢ の世帯はシステムとは別に表計算ソフトで一元管理しており、支援の進捗

状況に応じて随時更新している。

➢ 基本は当室で受理したものになるので、学校や生活困窮、障がい福祉、高齢

者福祉等の現場で、実際にはどれだけの件数を受理できたかは把握していな

い。それぞれの現場で対応できているものを当室で把握する必要があるのか

検討が必要

➢ つのケースは世帯と世帯の人数でカウントしている。 世帯に の状態で

あるこども 人いれば、１世帯２人とカウントしている。

５５  ヤヤンンググケケアアララーーのの把把握握・・支支援援のの準準備備

＜運用までの準備における課題や工夫＞

➢ ３局 課の主幹級職員にて、 対応についての検討会議を令和３年度に５回

開催し、体制やマニュアルの検討を行った。

➢ 支援マニュアルを令和４年３月に関係機関に配布している。マニュアルに

基づき対応する旨を伝えている。

６６  困困難難事事例例とと対対応応のの工工夫夫

＜家庭が支援を拒否する事例＞

➢ 「困っているからヘルパーを入れましょう」ではなく、家庭に身近な支援者

（教職員等）の協力も得ながら、家庭との関係を構築しているところである。

サービス導入ありきで関わることはない。

＜中退者等学校での把握が困難な事例＞

➢ 在籍校がない を把握する手段がない。支援の糸口も見えにくい。考えられ

る方法として、小中学校での様子の聴取が考えられる。また、保護者等が受

診している病院の （医療ソーシャルワーカー）が家庭に関わっている場合

もあるため、病院との連携も必要になる。
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７７  そそのの他他（（他他所所へへののアアドドババイイススややココメメンントト等等））

➢ 関係機関との連携が課題である。 はこどもの課題だから当室で対応してく

ださいと言われることが多い。全ての関係部門や機関が当事者意識をもって

の問題に向き合ってほしい。リーダーシップをもった部門が体制を作って

いくのがよいと考える。家族そのものを支援することが大切であることを理

解していただきたい。

➢ 今年度 関係の会議を実施しているが、 歳以上のこどもの就労支援関係の

部局、社会福祉協議会など、色々なところに入ってもらうようにしている。

ライフスタイルに応じた支援ができるようにしなければいけないという考え

からである。 に関連する取組はまだ始まったばかりで、‘ヤング’というこ

とばで「こども分野で何とかすれば」という考えでは、 の問題は解決でき

ない。色々なところが連携しないと、 支援はできないと感じている。
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【対象】 町

【日時】 年 月 日（火） ： ～ ：

１１  回回答答者者のの基基本本情情報報

＜体制等＞

➢ 支援ということでは、児童福祉部門、障害福祉、介護部門、教育総務課

（学校部門）の か所が主に連携している。

➢ は、生徒数が 人未満のところ（ 校）は複数の学校を兼務する形で配置

されている。 には、子供たちのメンタルの支援を期待している。役場の保

健師が直接こどもの支援をするというよりも、 の方でこどもへのカウンセ

リング、メンタル支援を是非担ってもらいたい。

➢ 要対協には、 主任と所管内の学校長がメンバーとして出席することになっ

ている。

➢ 支援は児童福祉部門だけでは支援しきれないと感じているところ。学校部

門のみならず高齢福祉、介護福祉、障害福祉等の連携が重要である。庁内で

は母子保健以外に高齢福祉や介護福祉部門にも保健師がいるので、保健師同

士で連携が取りやすい。専門職も含め庁内の部署異動があることで、世帯に

必要なサービスを包括的に見ることができるので、有効なのではと感じる。

保健師は全庁で 名ほど。

＜想定する支援対象者の年齢層＞

➢ 数が少ないうえ他部署との連携が図りやすく、 歳以上の については、ケ

ースに応じた支援を個別対応していく形になる。

２２  ヤヤンンググケケアアララーーのの把把握握かからら支支援援ににつつななががるるままででのの事事項項

＜学校や教育委員会等の教育分野でヤングケアラーが把握されてから支援に至るまで

の流れ＞

➢ 学校（校長、特別支援コーディネーターなど）から直接地域の保健師へと連

携される。要対協の枠組みや学校への保健師巡回相談により、既に学校との

連携は密にある状況。

➢ 小学校中学校の巡回相談は年２回実施。顔の見える関係があるので、直接や

り取りしている。保育所と幼稚園も巡回相談があり連携を図る素地はある。

➢ 今年は、巡回相談において かもしれないとの話が入るようになった。ただ、

その個別のケースを見てみると、不登校といった深刻な状況までには至って

いない場合もある。その場合、中には本人が負担感を感じていないケースも

あるので、 として対応件数に計上しないものもある。

➢ 学校教育部門で の認知度が上がってきた背景には、県研修会の報告書が学
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校に共有されてきた影響も考えられる。学校の授業において が題材として

取り上げられている現状もあり、 の概念が浸透してきたように感じる。

➢ こどもも数が少ないため、中学校までに何等か心配ごとがあるケースは役所

が把握している場合が多い。学校も の状態になる前から見守っているケー

スも少なくない。発生する前に気が付くケースが多いように思う。

➢ 要対協に挙げるケースにするか、要対協に挙げない 支援ケースとするかは、

学校等から相談を受けたケースワーカー等とともに受理会議を行った上で判

断する。判断に迷う時はネグレクトといった児童虐待ケースとして対応すべ

きか児童相談所に相談する流れを取っている。

➢ 児童福祉部門は保健師 人、助産師 人が所属しており、要対協に挙げるケー

スは必ずメンバー間で共有している。

＜学校や教育委員会等との役割分担＞

➢ 児童福祉部門と学校長とが連携している。個別支援のやり取りは保健師と学

校の先生が関わる。もし教育委員会との連携が必要であれば、教育委員会教

育総務課が窓口。現状は特に連携を取っているということではない。

＜ヤングケアラーに関する情報の確認・記録・共有方法＞

➢ の判断の基準については、県が出した 支援のガイドラインにアセスメン

トシートが収載されているので、その内容を学校関係にも周知している。学

校で客観的な事実を収集してもらい、広めに評価し、早期の段階で児童福祉

部門へ相談するようお願いしている。

＜情報共有の際に用いる台帳や、共有された情報を記録する台帳等の使用ツール＞

➢ 要対協の枠組みでのケース記録、 支援に就いてのケース記録、それぞれの

台帳はあるが、当市では、そもそもの基幹的な仕組みとしては、こども全数

の「個別カード」（永年保存、見開き ページのもの）がある。出生するごと

に個別にファイル（紙）を作成し、支援記録等、役所との関り含め全て記録

していき、書庫に保管している。 ケース個別のファイルがあるということ

ではなく、個々の「個別カード」に対応の記録が追加されていく形。

➢ 当市の年間出生数 人に満たない。この出生数であるからこそ、全数の「個

別カード」による記録方式が可能なのだと思う。 支援については、 支援

の台帳にある記録を、この「個別カード」にも反映させている。なお、「個別

カード」を閲覧できるのは、児童福祉部門の保健師のみというルールになっ

ている。

＜教育分野からの情報共有のタイミング＞

➢ 基本的には発生ベース。巡回相談時に相談が入る場合もある。

＜共有にあたっての関係者間の取り決め事項 等＞

➢ 基本的には要対協での取扱いルールに準ずるが、 支援に関しては協議がこ
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れからといった部分がある。

＜この段階における現状や工夫＞

➢ 個人情報の取扱いについては、本人に、口頭で、情報共有の許諾をいただい

ている。

➢ 関係者間の個人情報の取扱いルールなどは要対協と同じ。 が要対協の個別

支援ケース会議に出席するか否かは、学校長の判断による。場合によっては

と保健師との間で直接支援のやり取りが生じる時もあり、ルールとして決

まっているわけではないが、個人情報取扱いに留意しながら行っている。

➢ 過去に、巡回相談事業を開始する際、学校と当課とで個人情報の取扱いにつ

いて議論があった。学校現場としてはこどもの情報を当課に共有することに

懸念があったと思う。一つ一つ連携の好事例を積み重ねて、学校現場だけで

支援すること以外に、多機関と連携することで得られるメリットを感じても

らいながら、情報を共有してもらえるようになった経緯がある。

＜貴部門での対応を、どのように教育分野にフィードバックしているか＞

➢ 学校の校長の先生に結果を口頭でフィードバックする。まれに紙で欲しいと

いわれるので、紙にまとめて渡すこともある。

＜都道府県教育委員会や、都道府県立の学校（高校等）からヤングケアラーの相談が

入りやすくなるための工夫、それぞれと情報共有し連携するための仕組み等における

工夫＞

➢ 教育委員会への連携は学校長から連携することがあるが、ケース支援の中身

については、教育委員会は関わる仕組みにない。

＜その他、この段階における課題と工夫＞

➢ 小・中は連携が密に行われているが、高校との連携は難しい印象。高校は町

内に つあり、ひきこもりのケースについての支援をきっかけに連携をしてい

るが、それ以外の高校に関しては連携が難しく支援が途切れてしまう課題感

がある。町単位ではなく、広域で対応が必要とも感じている。中学からの支

援ケースは、高校入学時に、困った時の相談先として役所につないでほしい

と申し送りや引き継ぎがあるとよいと感じている。

３３  支支援援方方針針検検討討かからら支支援援実実施施中中のの事事項項

＜支援の中でも、特に「ピアサポート等相談支援」、「オンラインサロン」、「訪問支援」

の実施有無＞

➢ コーディネーターの設置は検討中。児童福祉部門の保健師が研修を受けて、

コーディネーターを兼務すると思われる。

➢ ピアサポートは運用を検討したい。役所からこどもに色々と話すより、当事

者同士の方が相談しやすい部分もあるだろう。その環境が必要と考えている。
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➢ 育児支援訪問支援（ヘルパー派遣）は児童福祉部門が運用しており、 件利用

していたケースがある（一昨年）。要対協登録ケースが利用可能なサービス。

この支援事業は 人のこどもを持つ養育困難な家庭がきっかけで立ち上げた事

業。社会福祉協議会のヘルパーさんを派遣している。

４４  フフォォロローーアアッッププ中中のの事事項項

＜フォローアップに係る対応の流れ＞

➢ 終結に関しては議論があるが、役所では「個別カード」があるので、こども

たちは 歳になるまではフォローしていく必要があると考えている。 支援

のフォローに限ったことではないが、全児童生徒（ 歳になるまで）見守り

の仕組みがある。

５５  ヤヤンンググケケアアララーーにに関関すするる情情報報のの一一元元管管理理ににつついいてて

＜把握したヤングケアラーに関する情報の一元管理の方法＞

➢ 支援記録用の台帳で一元管理はしている。ケースは、実件数としてカウン

トしている。

➢ 要対協でケース管理をする場合には、児童虐待対応ケースとの区別は無く同

一に管理している。

＜その他、一元管理における課題と工夫＞

➢ どこまでの範囲を 支援の対象者とするか判断に迷う。特に個別カードがあ

り、全てのこどもにおいて既に見守りの仕組みが整っているため。

６６  困困難難事事例例とと対対応応のの工工夫夫

＜家庭が支援を拒否する事例＞

➢ 児相に相談しつつ、保健所の精神保健福祉士にもケース対応時に支援を求め

る場合もある。顔の見える関係で連携が取りやすいが、市民によっては（人

口規模が小さいため）支援者側の人間をよく知る場合もあり、難しい（支援

者のこどもが支援対象となるこどもと同じ学校に通っている等）。この点につ

いては、県の広域的伴走支援を活用し、支援を受ける市民の相談しやすい環

境も確保する方向で検討している。町の保健師のスキル向上のために、事例

のスーパーバイズという意味でも、外の視点が入ることは有意義。連携を期

待している。

７７  そそのの他他（（他他所所へへののアアドドババイイススややココメメンントト等等））

➢ 学校の先生方が、保健師ができること（専門性や役割等）を理解してくれて

おり、活用してくれることが非常にありがたい。学校の先生が声をかけてく
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れることで支援の連携がつながっていく。現場の学校の支援者と顔がつなが

った関係を構築できていることが重要と感じる。
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【対象】 市

【日時】 年 月 日（木） ： ～ ：

１１  回回答答者者のの基基本本情情報報

＜体制等＞

➢ 令和 年から 推進委員会による検討会議を開催しており、支援自体は要対

協の枠組で行っているが、要対協の構成員に加えて、高齢福祉、地域包括ケ

ア推進課も加わり動いている。 という言葉がさかんになり、市でも認知度

を高めようということでキックオフした。意識の醸成や認知度の向上が主目

的である。

➢ コーディネーターを配置するよりも、こども家庭課の相談員がコーディネー

ターとして関係機関とやっていく方針。 はこども教育相談センター、教育

委員会の部門に配置されている。要対協メンバーなので、日頃から連携がと

れているため、 支援だからといって配置したわけではない。要対協ケース

と と対応に変わりはない。関係機関との連携なので、今までの体制の中で

継続している。

➢ 当課は相談部門なので、事業を展開するにあたって、事務系に特化した職員

がおらず、事業の設計面、制度設計の面において負担があり、事務方の必要

性を感じている。

➢ は市から 人と県から 人の合計 人体制である。専門資格者、社会福祉

士は 人だけ。また、 とは別に心理職がいる。 （スクールカウンセラー）

は各学校で配置されている。子ども教育センターには臨床心理士がいる。

＜想定する支援対象者の年齢層＞

➢ 歳未満を対象としている。「ケアラー」を主幹するところは具体的に決めて

いないが、福祉総務課が事業としてはとりまとめるような形になっている。

＜ヤングケアラー支援を開始した時期やきっかけ＞

➢ 上層部から話があった。令和 年 月の段階で、関係課と部長とで話し合いを

した。 であれば子ども家庭課でやっていこうと決まった。

➢ 重層的支援体制整備事業も進めているが、 については に特化して支援し

ていこうとまとまった。

＜ヤングケアラー支援等の運用を主導するに至った経緯＞

➢ 本来は「ケアラー」の支援をとりまとめて、そのなかで を支援していく方

向性もあったのかもしれないが、 の支援をしなければならないのではない

かとの話があり、「 」という言葉が先行していた部分もあったため、児童福

祉分野の当課が中心となった。
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２２  ヤヤンンググケケアアララーーのの把把握握かからら支支援援ににつつななががるるままででのの事事項項

＜学校や教育委員会等の教育分野でヤングケアラーが把握されてから支援に至るまで

の流れ＞

➢ 児童虐待と共通しているが、学校で気になるこどもがいたら、学校で状況を

把握して直接子ども家庭課にご連絡いただき、受理会議を経て、支援方針を

たて支援していく。学校から直接連絡がある。

➢ 受理会議は子ども家庭課の相談担当による会議である。要対協の中で教育委

員会と連携している。

➢ 周知の際の工夫として、昨年度は の認知度を高める必要があったので、庁

内の関係部署、現場の方に知っていただかなければいけないということで、

教頭会議にて研修を実施し、そこから現場の先生の会議などにも周知してい

ただいた。

＜学校や教育委員会等との役割分担＞

➢ 実際には学校側である程度 と思われるこどもを確認していただき、中でも

心配なこどもは当課に相談していただく流れになっている。教育委員会の教

育指導課、教育相談センター、学校の三者で連携しながら把握している状況

（どこから相談が来るかは学校により様々）。当市の場合、 は福祉の専門

職が配置されているので、頻繁に情報共有させていただいている。

＜ヤングケアラーに関する情報の確認・記録・共有方法＞

➢ 明確な の基準もなくツールも特に使用しているわけではないが、お子さん

がケアをしていることで教育を受けられない等、様々な権利が侵害されてい

る状況は であると研修等で伝えている。

＜情報共有の際に用いる台帳や、共有された情報を記録する台帳等の使用ツール＞

➢ 電話で連絡いただく。当市では はネグレクトとして受理をし、 疑いの場

合は要支援児童として受理をしている。台帳等の管理ツールは要対協と同じ

ものを使用している。

➢ 要対協で管理している台帳とは別に表計算ソフトでケース管理する。その中

で、 に関連する項目を５つ程（例えば、家事をしている、きょうだいの世

話をしている等）設けており、あてはまるものにはチェックをし、数を数え

られるようにしている。

＜教育分野からの情報共有のタイミング＞

➢ 随時適宜必要なタイミングで、把握した時にご連絡いただくようお願いして

いる。

＜情報共有先となる部門や機関（教育分野以外で）、部門・機関に有する内容の範囲や

タイミング＞

➢ 受理会議において課内で議論し、その後は要対協の流れと同じである。ただ
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し、受理会議で受理されない場合（市が特に支援に入らなくとも学校と先生

の話で解決するケースも）もたまにある。

➢ ご本人、ご家族が困っていないケースや、親に言わないでほしい等の市の介

入が難しいケースは虐待でも でもある。学校や地域の方にも見守りしてい

ただき、何かあった時に相談できる体制を整えていく工夫があるとよいと思

っている。声かけをこちらからも行うなどしている。そこで、「支援対象児童

等見守り強化事業」（宅食サービスを行う事業）を始めており、虐待ケースも

ケースも対象に含まれている。行政が介入しづらい家庭にそういった形で

アプローチしている。

➢ 情報共有については、当課で管理している児童家庭相談のシステムに個々の

ケースの経過記録を細かく入力している。見守り強化事業の委託先には月に

１回データで報告をいただいており、その内容には家庭情報も含まれている

ので、当課（地区別に分かれている担当者）が適宜入力して記録していく。

マンパワーの課題として、訪問報告等のシステム入力などが業務繁忙時には

タイムリーにできないといったしわ寄せが出てくる。

➢ という言葉が出始めてから関係機関ともに留意しているが、こどもの負担

感をどうみるかが難しい。こどもの負担感を抽出し、 の質や量を明らかに

する必要性を感じている。

＜会議体の設置や電話、メール連絡等、共有方法＞

➢ 子ども家庭課の担当課内の情報共有については、毎週１回曜日を決めて担当

内会議を行う。主に直近の動きの確認をする。最終的に要対協へ出していく。

＜この段階における現状や工夫＞

➢ 個人情報の取扱いについては、 のケースも要対協で受理するので、学校も

要対協の関係機関に入っていることから共有できるとしている。実際に に

ついて情報共有の仕方はまだ国からの情報としても明記されておらず、この

件に関して県と相談したが、やはり要対協として管理していくのがよいので

はないかとの結論になった。

➢ を周知しているからなのか、今年度は、このこどもは ではなかろうかと

連絡が来ることが多い。線引きがないので、学校としても判断つかず曖昧な

情報がくる。それを として受理するかしないかジャッジが難しいが、基本

的には受理している。

➢ ３か月に１度、要対協の会議を開催している。その際に要保護・要支援全員

の経過をまとめて会議に諮るが、状況は落ち着いていて安定しているにも関

わらず状況把握ができていないだけといったケースがないように、システム

を新しく入れ替えアラーム機能のような仕組みを使って漏れを防止するよう

なことも考えている。
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＜都道府県教育委員会や、都道府県立の学校（高校等）からヤングケアラーの相談が

入りやすくなるための工夫、それぞれと情報共有し連携するための仕組み等における

工夫＞

➢ 県立高校から の連絡が来ることは少ない。 が把握している場合はそこか

ら介入することもある。

３３  支支援援方方針針検検討討かからら支支援援実実施施中中のの事事項項

＜支援の中でも、特に「ピアサポート等相談支援」、「オンラインサロン」、「訪問支援」

の実施有無＞

➢ 見守り強化事業（宅食事業）は今年の４月から実施。子育て世帯の訪問支援

事業（ヘルパー派遣事業）については、令和５年１月から予定している。令

和５年の１月から、同じ見守り強化事業でも、居場所型としてこども食堂を

作り実施していく予定。

４４  フフォォロローーアアッッププ中中のの事事項項

＜フォローアップに係る対応の流れ＞

➢ 個々のケースの状況によるが、 の状況が改善されたところで終結していく。

受理した段階で家庭の課題を拾い上げ、何をもって解決していくか方針を立

てている。ケースバイケースである。

➢ 学校には行かないが、こども食堂には行けるこどももいる。障がいのある保

護者のケアが必要な場合はヘルパー支援をする等、何か見守りの支援体制が

整った場合、市での支援から離れるものとして終結する方向性で考えている。

５５  ヤヤンンググケケアアララーーにに関関すするる情情報報のの一一元元管管理理ににつついいてて

＜把握したヤングケアラーに関する情報の一元管理の方法＞

➢ ケースのカウントは基本的には実件数で把握。行政報告例にのっとって相談

件数等は出せるようになっている。

➢ 支援記録を蓄積しているシステムでは個々のページを開かないと状況が分か

らないが、表計算ソフトでは一覧となっており、全体のケースの数や担当者、

種別等も一覧の中で分かるようになっている。システムは個々のケースの支

援内容を記録して管理するもの、表計算ソフトは台帳としてフェイスシート

のようなものになっている。件数が多く表計算ソフトファイルでの管理が難

しくなっており、新しいシステムにてそれらを統合していくような形を考え

ている。
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＜要対協でケース管理をする場合に、児童虐待対応ケースとの区別はどうしているか＞

➢ 表計算ソフトにおいて、要保護ケースの場合はネグレクトの中で、 に関連

する項目（例えば、家事をしている、きょうだいの世話をしている等）を５

つほど設置して、どの項目にあてはまるか分かるようになっている。要支援

ケースに関しても のフラグを立てられるようにもしている。

６６  困困難難事事例例とと対対応応のの工工夫夫

＜家庭が支援を拒否する事例＞

➢ 担当者との関係構築が進めば支援につながりやすい。

＜中退者等学校での把握が困難な事例＞

➢ 学校から の連絡はくるため、そもそも学校に所属していないとなると把握

が難しい。地域の見守りや周知を強化し、連絡が窓口につながるようにする。

７７  そそのの他他（（他他所所へへののアアドドババイイススややココメメンントト等等））

➢ 実際には という言葉があるが、通常の子育て支援や虐待対応と特段変わら

ない。ただ、変わるところといえば、積極的に家庭に介入せず、関係機関と

連携してつながっていけるのがよいと思う。

➢ 今までは虐待や の発見について、電話連絡によって受付けていたが、今後

はクラウドサービスで受け付けられるように考えている。クラウドサービス

によって、関係機関からもれなく情報共有ができるようにすることが目的で

ある。アクセスできるのは要対協の構成員のみであり、構成員でない関係機

関からの連絡や緊急時の連絡などは従来の電話連絡のままになる。
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【対象】 市

【日時】 年 月 日（月） ： ～ ：

１１  回回答答者者のの基基本本情情報報

＜体制等＞

➢ 各 区役所に 相談窓口を設置している。各区役所の窓口が中心となり

の状況により連携を行い、支援の必要性に応じた支援を組み立てている。

➢ 要対協は虐待に近いケースを扱い、その中に もいる。要対協で扱うケース

については、共通アセスメントシートを活用してスクリーニングにかけ、支

援方針を検討しているが、その結果、要支援、要保護児童の登録に至らない

ケースの中にも はいる。

➢ 要対協登録ケースの進行管理で言えば、必ず 区で月に１回以上は実務者会

議を開催する。当市の要対協ケースについては の 段階のリスクレベルに

分け、そのレベルに応じて状況確認の頻度を変えている。 であるから支援

方針を変えるといった特別なことはしておらず、要対協の枠組みにおいて管

理している。

➢ 当市では、全ての福祉情報について、一元管理できる仕組みがある。被虐待

児の情報も、他の児童相談に関する情報も同様にあり、区で受けた相談につ

いてはこのシステムで管理が可能である。児童相談の情報については、 区

の担当者がアクセスすることができる。要対協に含まれないケースに関して

も、システムへの入力や一覧の出力は行えるため、区の管理者レベルで進捗

管理を行っている。

➢ 児童相談を受けた時に共通アセスメントシートを実施するが、昨年度末にマ

ニュアルを改訂し、共通アセスメントシートの中身について の把握が漏れ

ないよう改訂を行った。それと同時にシステムにおいて の項目を追加する

改修も行い、 の識別が可能な仕組みにした。

➢ においても支援の漏れが無いように研修等や会議等を通じて、国の啓発物

等を用い、関係各所へ周知徹底している。

➢ 令和３年 月に実施した市内中学校における 実態調査の結果が公表され、

今後 の数値の結果に合わせて の増員も検討している。

➢ 平成 年に当市が「子どもの生活に関する実態調査」を実施し、支援が必要

なこどもや世帯がいる状況が確認されたため、当市でネットワーク事業 を開

始し、学校では全児童生徒対象の確認シートによるアセスメントを実施し、

 
 
行政区を実施主体とし、学校現場と連携して支援が必要な子どもや家庭を発見するための仕組みを設け

たネットワーク事業として従前より実施するもの。
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課題のある児童生徒に対し適切な支援につなげる。ネットワーク事業は を

早期発見するツールとしても活用している。

➢ は令和４年度から小中学校全校に配置しており、中学校は週１回以上、小

学校は６週に１回以上活動している。

➢ 支援における児童福祉部門との連携としては、「 寄り添い型相談支援事

業」 のチラシを各中学校及び高校へ配付し周知している。

＜想定する支援対象者の年齢層＞

➢ 歳以上になり、要対協登録から外れた場合でも、他部署と連携する支援を

実施している。

➢ 要対協管理ケースにおいて、就学前の が存在するということが昨年度のケ

ースの洗い出しの際に明らかになった。

＜ヤングケアラー支援を開始した時期やきっかけ＞

➢ 学校・福祉など連携し、全庁的な取り組みが必要であるため、令和 年 月、

副市長をプロジェクト長として 支援プロジェクトチームを立ち上げた。ま

た、各区役所では、これまでも を含む種々の相談に対応してきたが、本人

や関係者の気づきを支援につないでいく一連の流れを構築するため、全区役

所に に関する相談窓口があることを明らかにし、対応を進めることとした。

２２  ヤヤンンググケケアアララーーのの把把握握かからら支支援援ににつつななががるるままででのの事事項項

＜学校や教育委員会等の教育分野でヤングケアラーが把握されてから支援に至るまで

の流れ＞

➢ ネットワーク事業については、学校において日頃こどもたちに接する職員等

が「確認シート」を使い、こどもの外形的な様子から気になる項目をチェッ

クすることで、課題を抱えるこどもや世帯を発見している。 の特性として、

外形的な様子に現れない場合もあることから、全ての を発見できないが、

を含めて、課題のあるこどもや世帯を発見する有用なツールとなっている。

➢ ネットワーク事業により発見された支援対象については、学校長、教頭とい

った管理職や教員に加えて、 、 や区役所の職員などにより支援会議を開

催し、支援先や支援制度を検討し、その利用に向けて寄り添い支援を実施す

る。なお、支援会議には、必要に応じて地域の状況等を確認するために、守

秘義務が課せられた民生委員児童委員が参加する場合がある。

➢ 支援対象となったケースについては、支援の状況等について担当者を定めた

 
 
「ヤングケアラー寄り添い型相談支援事業」…元ヤングケアラーが参加するオンラインサロンや、ヤン

グケアラーの多様な悩みに対し 、電話などで相談支援を行うピアサポートを実施するとともに、希望

に応じて関係機関（区役所等）へ同行するなど寄り添い型支援を行う。 
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上で、支援会議において、支援の状況や効果などを報告し、進捗管理が行わ

れる。

➢ 世帯の状況に応じて、要保護児童 要支援児童として、要対協の担当部署へつ

なぐ場合もあり、必要に応じて要対協と連携をとりながら、当該事業でケー

ス管理を行う。

＜情報共有の際に用いる台帳や、共有された情報を記録する台帳等の使用ツール＞

➢ 学校内のアセスメントとして「確認シート」を活用しているが、個人情報保

護条例の関係から学校内での共有に留めており、区役所に相談して情報を提

出する際は、別途「連絡票」を作成するルールとなっている。

➢ なお、対象ケースの支援の状況等については、センシティブ情報であること

から、電子媒体による取扱いは行わず、紙媒体による「連絡票」を作成し、

記録を行っている。「連絡票」にはこどもの氏名、生年月日、就学状況、家族

の状況、児童虐待の可能性や障がいの有無、その他に気になる点、関係機関

における支援記録を記載できるフォーマットとしている。

➢ ネットワーク事業以外での の情報把握については、区役所の子育て支援室

での相談の受理があり、直接本人が相談をする場合や、ネットワーク事業の

対象となっていない学校（私立等）の教員等からの相談から情報把握が行わ

れるケースがある。

＜教育分野からの情報共有のタイミング＞

➢ 児童相談に関しては随時発生ベースで相談いただくような体制にしている。

要対協ケースに関しては、見直しの時期に合わせて区と学校間でも定期的な

情報共有を図っている。そのタイミングに合わせて新規に気になるこどもに

ついて情報等把握することもある。

➢ 学期に 回は学校とともに情報共有のための会議を実施しているが、区によ

ってはそれ以上に実施していることがある。

➢ 要対協に参加するのは教育委員会で学校の統括的な立場の先生である。一方

ネットワーク事業における支援会議は、学校の教職員が参加する。

＜会議体の設置や電話、メール連絡等、共有方法＞

➢ 区役所でやり方は様々である。電話、会議体等、現場のケース支援の方針に

も応じて連携方法は柔軟に対応している。学校関係者も変わるので、支援者

に応じて対応を変えることもある。

３３  支支援援方方針針検検討討かからら支支援援実実施施中中のの事事項項

＜支援の中でも、特に「ピアサポート等相談支援」、「オンラインサロン」、「訪問支援」



 

53 
 

の実施有無＞

➢ ピアサポートによる相談支援ということで や電話等の相談を実施してお

り、 月に開始してから は友達登録 人強と徐々にではあるが増加して

いる。オンラインサロンについて、参加者の応募が少ないため、実施手法等

を検討している状況である。他の自治体の好事例をお伺いしたい。

４４  フフォォロローーアアッッププ中中のの事事項項

＜フォローアップに係る対応の流れ＞

➢ 要対協ケースにおける終結に関しては、原則リスクレベル （ 段階で最

も低いもの）を 回取ったら要対協登録は終了としている。その他の相談

についてはケースバイケース。

➢ 学校からネットワーク事業に挙がってきた相談は総合福祉システムに入

力していない。ケースはシステムではなく、各区のシートで管理してい

る。支援会議を通じて、年度ごとで終結判断の管理をしている。

５５  そそのの他他（（他他所所へへののアアドドババイイススややココメメンントト等等））

➢ 来年度から 支援に係る事業を具体的に展開していく。 支援として主

なものは訪問支援サービスになるとは感じているが、国からは前向きに

支援につながる具体的なサービスの打ち出しをして欲しい。

➢ 現場の現状のマンパワーで新たな取り組みを行うことは困難であるため、

既存スキームをうまく活用し集約化することが必要であると考える。

支援は重要だと思うが、新たな内容ではなく、困難を抱えるこどもの一

つの形が であるため、 の支援だけが特別にあるのではなく、既存の

ものを集約化するような支援内容を提案し、現場への負担感の解消につ

なげるものにして欲しい。
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【対象】 市

【日時】 年 月 日（月） ： ～ ：

１１  回回答答者者のの基基本本情情報報

＜体制等＞

➢ 支援においては、 本人を含む世帯全体の事案と捉え、関係する機関が協力

して対応すべきと考えている。その中で、こどもへの支援が必要となる事案で

は、令和４年４月に 区に設置した「子ども家庭総合支援拠点」が主体的に対

応していくこととしている。特に他部署と連携した支援が必要である におい

ては、要対協枠組みで支援する等、既存のネットワークを活用し、関係機関で

連携した支援を実施することとしている。なお、コーディネーターの配置はし

ていない。

➢ は、市教育委員会が全市立小学校に配置し、中・高等・特別支援学校には

学校からの要請に応じ派遣している。 には、支援拠点と学校との円滑な連

携を期待している。

➢ は市教育委員会が全市立小・中・高等・特別支援学校に配置している。

➢ 「子ども家庭総合支援拠点」は各行政区の児童福祉担当に設置した経緯がある。

既存の児童福祉担当を中心に、その仕組みを活用し、拠点を立ち上げに至った

背景がある。

➢ 各区に「子ども家庭総合支援拠点」を設置するにあたり、専門職の職員の増員

対応も必要であった。拠点運営に必要な枠組みの検討と、設置に必要な事務手

続き・マニュアルの整備等を当課で担った経緯がある。現在も管理運営に係る

対応は適宜当課で実施中である。

➢ 支援の具体的な中身（内容）については、基本的に拠点内で検討・運営して

もらう仕組みで運用。当課においては、ケアラー条例の制定にあわせて、「子ど

も家庭総合支援拠点で に関する相談を受け付けていること」や に関するこ

とについて、周知も行っており、チラシポスターを作成している。何か困った

ことがあれば、「子ども家庭総合支援拠点」に相談いただきたいということは常

に周知している。具体の支援の中で、必要であれば関係機関と連携する役割も

拠点で担っている。

➢ また、ケアラー条例制定に伴い、 がいる家庭へのヘルパー派遣事業も開始し

た。本事業の事業設計なども当課で担っている。各区役所の支援の中で本事業

が必要と思われるケースが利用可能な仕組みとしている。

＜想定する支援対象者の年齢層＞

➢ 令和４年７月に市の「ケアラー支援条例」を施行しており、条例の中で、 を

「ケアラーのうち、 歳未満の者」と定義し、支援していくこととしている。
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➢ 児童福祉の定義に沿って「 歳未満の者」としているが、実情に合わせて対応

している。継続支援が必要であれば児童福祉で取り扱われているケースと同様

に、既存の公的サービス（障害福祉や高齢福祉等）につないでいく。

＜ヤングケアラー支援を開始した時期やきっかけ＞

➢ 本市では、ケアラーが抱える悩みを一家庭の問題ではなく社会問題として認

識し、市、市民等、事業者、関係機関、民間支援団体等が相互に連携を図り

ながら、ケアラーを社会全体で支えていくために、市の「ケアラー支援条例」

を制定し、令和４年７月１日より、条例を施行した。その後、補正予算によ

り予算を確保し、各種支援策を開始している。

➢ 市長の強い想いにより、積極的に取り組むことになった。対象は に関わら

ず、ケアラー全体について支援が行き届くように整備している背景がある。

＜ヤングケアラー支援等の運用を主導するに至った経緯＞

➢ 令和４年４月より、 区に設置した「子ども家庭総合支援拠点」では、こど

もやその家庭に関することについてなんでも相談を受け付けており、こども

やその家庭の支援を行っている。また、要対協の調整担当者として、地域の

関係機関の調整役を担っている。

➢ 支援にあたっては、 を含む世帯全体の事案と捉えて、関係する機関全て

が協力して対応すべきと考える。その中で、こどもへの支援が必要となる事

案では「子ども家庭総合支援拠点」が主体的に対応していくこととしている。

「子ども家庭総合支援拠点」は令和元年度から準備しており、ここ 年で

支援の必要性が問われるようになってきた。ケアラー支援を検討するにあた

り、庁内で、 チームを結成し、先んじて準備していた「子ども家庭総合支

援拠点」において、 に関する相談も受け付けるとした経緯がある。

２２  ヤヤンンググケケアアララーーのの把把握握かからら支支援援ににつつななががるるままででのの事事項項

＜学校や教育委員会等の教育分野でヤングケアラーが把握されてから支援に至るまで

の流れ＞

➢ 学校で を把握した場合、まずは、学校内において、 や担任の先生が中

心となり、こどもの支援にあたっている。その中で、特に福祉的な支援（例

えば、家族の介護認定や障害サービスの導入、児童虐待が疑われる等）が必

要と判断された場合に、区役所に設置している支援拠点が中心となり、連携

した支援を実施することとしている。

＜学校や教育委員会等との役割分担＞

➢ 学校では、日々こどもたちと接する中で、ちょっとした変化等に気が付きや

すく、より身近で、こどもに寄り添った支援を行っていただいている。市長

部局においては、そうした学校での様子等を共有させてもらいながら、介護
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サービスや障害サービスの案内等、福祉的な支援の導入を含めた、家庭全体

への支援を実施している。

➢ 「子ども家庭総合支援拠点」の取り組みとして、年に１，２回、学校に拠点

のケースワーカーが訪問させていただいている。顔の見える関係ができ、

の判断に迷うケースの情報も連絡いただけるようになると考えているので続

けていきたい。

➢ 子ども家庭総合支援拠点では、 の支援に関する相談も含め、こどもやその

家庭に関することについてなんでも相談を受け付けている。学校へのケース

ワーカー訪問によって、顔の見える関係を構築できていると認識している。

支援に関してもそうだが、支援に悩んでいる状況がある時に、まずは一旦

相談してみようと思える関係性の構築となっていると考えている。

＜ヤングケアラーに関する情報の確認・記録・共有方法＞

➢ 子ども家庭総合支援拠点では、受け付けた相談の全てについて、１週間に

回、ケースカンファレンス（事例検討会。以降、「 」という。）を開催し、

支援方針を決定している。 の中で、支援の必要性等について検討している。

➢ 令和元年度子ども子育て支援推進調査研究事業で作成されたアセスメントシ

ートをベースに、本市オリジナルのアセスメントシートを作成し、関係機関

で共通して活用できるようにしている。ケアラー条例制定時に、障害福祉分

野、高齢福祉分野等の各区役所の担当者の意見を反映させ本市版シートを作

成した（そのとりまとめも当課で行った）。内容はほぼ国のシートと同様のも

の。

➢ 情報共有先となる部門や機関は、生活保護、障害、高齢介護、保健センター、

児童相談所、こころの健康センター等。内容や範囲、タイミングは、ケース

バイケースである。

＜会議体の設置や電話、メール連絡等、共有方法＞

➢ 関係機関の連携の場としては、要対協の実務者会議が考えられる。

➢ 生活保護、障害、高齢介護、保健センターは、同じ区役所内であるため、直

接連絡調整が可。児相とは、要対協実務者会議や、支援拠点・保健センタ

ー・児童相談所で実施している連携会議などでも可。

➢ 要対協の構成員として高齢福祉部門は含まれないが、必要であれば連携して

いく。

＜この段階における現状や工夫＞

➢ 連携先が、要対協の構成機関であることがほとんどであることから、主に要

対協の枠組みで個人情報をやり取りしている。

➢ 個人情報の取扱いの基準は、要対協（要保護・要支援）の構成メンバー内で

の情報共有であれば問題が無いとの認識なので、 疑いも要対協と同様の個
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人情報の取扱いでよいと返答している。判断基準は要対協（要保護・要支援）

の進行管理台帳に掲載の有無ではないと説明している。

➢ ただし、高齢福祉分野は要対協のメンバーに入っていないので実務者会議で

一括に情報共有とはいかないが、ケースの状況に応じて必要であれば連携し

ている。

➢ 支援に係る対応は、アウトリーチの際や電話等で、必要に応じ教育分野に

フィードバックしている。

３３  支支援援方方針針検検討討かからら支支援援実実施施中中のの事事項項

＜支援方針の検討から支援実施中の対応の流れ＞

➢ 子ども家庭総合支援拠点では、受け付けた相談の全てについて、１週間に

回、 を開催し、支援方針を決定の上、対応している。

＜主な連携先と役割分担＞

➢ を含む世帯全体の事案と捉えて、関係する機関全てが協力して対応すべき

と考える。例えば、家族の介護が必要であれば、高齢介護課と連携し介護認

定を受けることや、家族の障害支援が必要であれば、障害支援係と連携し手

帳や自立支援医療の取得により障害サービスの導入を検討する等

＜支援の中でも、特に「ピアサポート等相談支援」、「オンラインサロン」、「訪問支援」

の実施有無＞

➢ 訪問支援事業を令和４年９月より開始。この事業の適用対象者は拠点で支

援をしているケースの家庭としている。一般的な市民が利用可能の事業とは

区別し、 支援の中で必要と判断された際に本事業を案内する流れ。

➢ 拒否のケースもある。理由としては、「利用が面倒である」、「自分の家に他人

が入ることが嫌だ」等の些細な理由が挙げられていると聞いている。

＜支援内容の確認・記録・共有方法＞

➢ 支援に入る際の基準は個別の基準は設けておらず、虐待の分類を参考にし

ながら支援拠点 の中で、総合的に判断する。

➢ 支援拠点において要支援・要保護児童を支援しており、同じ様式（台帳）を

使用している。システムではなく、電子ファイル での管理となっている。

＜貴部門から連携先となる部門・機関への情報共有のタイミング＞

➢ すぐに介護サービスや障害サービスの導入が必要と判断されれば、随時、共

有し、連携する。その他の場合は、要対協実務者会議や、支援拠点・保健セ

ンター・児童相談所で実施している連携会議などの場で共有する。

 
 
マイクロソフト・ワード、マイクロソフト・エクセル
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＜会議体の設置や電話、メール連絡等、共有方法＞

➢ 関係機関の連携の場としては、要対協の実務者会議が考えられる。生活保護、

障害、高齢介護、保健センターは、同じ区役所内であるため、直接連絡調整

が可。児相とは、要対協実務者会議や、支援拠点・保健センター・児童相談

所で実施している連携会議などでも可。

＜この段階における現状や工夫＞

➢ 連携先が、要対協の構成機関であることがほとんどであることから、要対協

の枠組みで個人情報をやり取りしている。

４４  フフォォロローーアアッッププ中中のの事事項項

＜フォローアップに係る対応の流れ＞

➢ 週１回の において、支援方針を決定し、必要に応じ、支援方針の見直しも

行っている。支援計画において、次回見直し時期等を定め、定期的に支援方

針を見直している。

➢ の受付をさらって、担当課長等で協議する。継続支援になったこどもは見

直しのタイミングを決めている。

➢ 支援拠点を令和４年度までに設置することが求められる中、モデル的に２区

で実施して現場の声を聴きながらマニュアル作りをしていて、それが にも

活用できていた。

➢ 支援拠点で対応するケースは支援計画を立てるようになっており、強みや弱

み、短期ゴールや最終ゴールを検討するようになっている。それに沿って支

援拠点が支援計画を考える。

５５  ヤヤンンググケケアアララーーにに関関すするる情情報報のの一一元元管管理理ににつついいてて

＜把握したヤングケアラーに関する情報の一元管理の方法＞

➢ に関し、一元管理している部署はない。

➢ 実際に 支援は、子育て支援政策課（子育て相談支援、ひとり親の支援、フ

ァミリー・サポート・センター等）や、青少年育成課（放課後児童クラブ等）

や学校等の各部署で支援している実情がある。 か所だけで支援というわけで

はない。

➢ 以前から に該当する状況の子もおり、要対協（要保護・要支援）や既存公

的サービスの枠組みで、支援してきていると感じている。

➢ 今回、ケアラー条例制定に合わせ、 支援についても、まずは体系化し、

支援について再整したという考えである。

➢ も、要保護児童や要支援児童として管理しており、各区に「子ども家庭総

合支援拠点」があり、子ども家庭総合支援拠点は、要対協の調整担当者とし
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て、関係機関の調整役を担っている。

６６  ヤヤンンググケケアアララーーのの把把握握・・支支援援のの準準備備

＜運用までに準備すべき事項＞

➢ 条例制定にあたりプロジェクトチームにて検討。アセスメントシートを作成

するにあたり、関係機関と調整。

➢ 各区には福祉まるごと相談窓口があり、 に限らず全世代のケアラーに対し

支援が必要な人への総合福祉相談窓口であり、生活困窮も丸ごとと一緒に対

応している。市としてはケアラー支援が必要であるとの大前提があり、とり

わけ 歳未満は将来への影響もあるので、支援が必要の理解。だが数は多く

ないと感じている。

➢ 運用までの準備にかかる期間の目安は 年程度

７７  そそのの他他（（他他所所へへののアアドドババイイススややココメメンントト等等））

➢ 個々の自治体の体制や強み等の特徴に合わせながら、各自治体で体制構築を

検討したらよいと思う。
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【対象】 市

【日時】 年 月 日（月） ： ～ ：

１１  回回答答者者のの基基本本情情報報

＜体制等＞

➢ 児童福祉担当課が を含む児童虐待相談や養護相談を担当するとともに、要保

護児童対策地域協議会の事務や調整を行っている。

➢ 市立小・中学校の は県教育委員会が雇用し、市教育委員会へ派遣して６中

学校区（中学校６校・小学校 校）へ１人ずつ配置している。

➢ 市立小・中学校の は、 と同様に県教育委員会が雇用し、市教育委員会へ

派遣して各中学校区に配置している。 は中学校区単位を基本に、全ての小学

校、中学校、義務教育学校に配置されている。

➢ 当課が と直接連携する機会は、現時点では少ない。

＜想定する支援対象者の年齢層＞

➢ 基本は 歳未満を対象としている。 歳以上は、現時点では実績はないが、

必要に応じて青少年担当部署へつないで対応していく。

＜ヤングケアラー支援を開始した時期やきっかけ＞

➢ 年夏の国からの通知をきっかけに、 支援を２年前に始めた。 に該当

する児童については、要対協で対応するという趣旨の通知であった。

＜ヤングケアラー支援等の運用を主導するに至った経緯＞

➢ 最初は要対協への通知であり、児童問題という位置づけだったため、要対協で

の対応としたが、その後、介護問題他，様々な生活問題に起因する部分もある

ため、庁内関係 課と 年度から協議を重ねて今に至る。

➢ 関係 課は、児童福祉、学校教育、地域福祉、高齢者、介護、障がい、青少年、

生活保護、生活困窮、保健の事業担当課。制度としての支援施策を持ち、また、

を発見する可能性のある業務を実施または所掌しているという観点で集まっ

た。

➢ 庁内関係部署が について共通認識を持つ必要がある。 は総合的な問題で

あり、何が問題なのか共有するため、 課を対象に研修を行った。そこからさ

らに、各課内で研修を行い、理解を深めた。

２２  ヤヤンンググケケアアララーーのの把把握握かからら支支援援ににつつななががるるままででのの事事項項

＜学校や教育委員会等の教育分野でヤングケアラーが把握されてから支援に至るまで

の流れ＞

➢ 要対協の枠組みと同じである。 は養護相談ケースになることが多い。虐待ケ

ースの中にも であるこどもはいる。前者においても虐待通告と同等の流れで
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扱う。通告受理をし、虐待の種別や程度を把握するためのアセスメントを行い、

かどうかのチェックを実施するという流れである。

＜学校や教育委員会等との役割分担＞

➢ ケースバイケースであるが、福祉的支援が必要な場合は、児童福祉担当課が

中心となる。学校内で対応できるものは学校内の仕組みでの支援を基本とし

ている。 の配置が進んできており、学校は を見つけやすい場所である

ことから、深刻な の疑いがある場合は、できるだけ早く児童福祉担当課へ

連携をするよう依頼している。教職員への 周知のため、夏休みに市内の全

小・中学校で校内研修を行った。

➢ 児童福祉担当課に連携をする の基準等は設定していない。こどもの生活状

態があまりにも圧迫されているようであれば連絡をいただくよう学校に伝え

ている。

➢ に限定したものではないが、「養育支援訪問事業」を実施している。保護者

の養育を支援することが特に必要な家庭に、保護者の希望があれば、ヘルパ

ーを派遣している。

＜ヤングケアラーに関する情報の確認・記録・共有方法＞

➢ 相談を受けると、まず紙の受理票に相談内容を記載する。それに対して必要

な調査を行い、補足を追記しながら支援を決めていく。基本情報はシステム

に入力し、表計算ソフトも併用している。経過記録もシステムに入力してい

る。

➢ 表計算ソフトの表では、 のチェック欄を設けて管理している。表計算ソフ

トであれば一覧や担当者別で見やすく、システムに組み込まれていない の

把握がしやすい。新しい概念も年々出てきており、最近では「無園児」の項

目も付け加えている。

➢ システムと表計算ソフトのデータは紐づいていない。

➢ 情報共有については、要対協の枠組みを活用。

＜この段階における現状や工夫＞

➢ 個人情報の取扱いについては、一般的な行政のルールどおり。児童福祉担当

課が関与する場合は、ほぼ全て要対協として対応することになる。要対協ケ

ースとするかしないかを区別すると支援が必要な が支援から漏れてしまう

恐れもあるので、通告を受けたものは全て対応している（要対協の枠組みの

中での実施である）。

➢ 市教育委員会とは日常的に連携しているが、県教育委員会との連携はあまり

ない。県立高校の を通じて、情報提供や相談を受ける。高校とは、従前

から生活困窮課題で連携してきた経過があり、引き続き学校訪問等を行って

情報共有している。
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➢ 県教育委員会は の力量を高めるため、 （スーパーバイザー）を配置し

ている。 の への理解が深まっていることが、 についての相談が増え

ている一因ではないかと考えている。市の児童福祉担当者と学校の が、

色々な支援の場面で一緒に動いている。

３３  支支援援方方針針検検討討かからら支支援援実実施施中中のの事事項項

＜支援の中でも、特に「ピアサポート等相談支援」、「オンラインサロン」、「訪問支援」

の実施有無＞

➢ に特化した支援は、今のところ行っていない。通常の要対協登録ケースへ

の支援の中で必要な場合は訪問支援を行っている。

４４  フフォォロローーアアッッププ中中のの事事項項

＜フォローアップに係る対応の流れ＞

➢ 支援を行う理由となった問題が小さくなったと見なせる時に終結とする。虐

待の終結と同じように会議体の中で判断を行う。場合によっては他機関につ

なぐことで終結する。

５５  ヤヤンンググケケアアララーーにに関関すするる情情報報のの一一元元管管理理ににつついいてて

＜把握したヤングケアラーに関する情報の一元管理の方法＞

➢ 要対協が把握した範囲では、一元管理を行っている。純粋な のみではなく、

その他の課題も含んでいる。

➢ 純粋な のみの問題がどのようなものか定義が難しい。福祉サービスが適切

に利用され、なおかつ、こどもの意欲を阻害しているようなケースであれ

ば、学校で支援すべきとして対応している。

➢ 関係機関との情報共有についてはケースの内容と程度による。こどもの養育

問題が大きければ、各関連機関と適切に情報収集・共有している。

➢ ケースを「最重度」「重度」「中度」「軽度」に区分している。年に 回程度、

対応に苦慮しているケースがないか、進行管理を行っている。

６６  ヤヤンンググケケアアララーーのの把把握握・・支支援援のの準準備備

＜運用までに準備すべき事項＞

➢ について庁内の 課が集まっての会議を行ってきた。その中で、各課が必

要事項を考えて展開してきた。重層的な問題であるので、それぞれの課が自

主的に案を考えて持ち寄って仕組みを構築した。

➢ 国が示した調査結果やマニュアルは要対協の実務者会議で配布・共有してい

る。連携会議でも共有した。
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７７  困困難難事事例例とと対対応応のの工工夫夫

＜家庭が支援を拒否する事例＞

➢ 純粋な ということではないが、養護問題や虐待問題とすれば、件数は多い。

こどもの福祉のためということで強く入っていくが、対応が難しいケースは

児童相談所が対応する。

＜中退者等学校での把握が困難な事例＞

➢ 現状の仕組みでは把握は困難と思われる。地域の中で、民生委員・児童委員

が偶然に遭遇するなどでないと把握は難しい。

８８  そそのの他他（（他他所所へへののアアドドババイイススややココメメンントト等等））

➢ は重層的支援の課題であり、様々な論点を含んでいるため、児童福祉だけ

の問題ではない。関係機関の体制が重要ではないか。
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【対象】 市

【日時】 年 月 日（火） ： ～ ：

１１  回回答答者者のの基基本本情情報報

＜体制等＞

➢ 最初の相談は、学校教育課からが多い。

➢ 学校との協力体制で言えば、小中学生についての相談が入った際、その内容

によって教育委員会や へ情報提供や対応を相談している。また、毎月 回、

要対協の実務者会議において連携している。

➢ 今年度からは市に が配置された。加えて派遣指導主事として、学校教育課

（教育委員会）に出向する仕組みがあり、要対協の構成員としても参加して

いる。その先生が、要対協を通してケースである児童生徒の情報を学校教育

の場から収集し、毎月実務者会議で報告してくれる。 も同様の実務を担っ

ている。

➢ の担う役割としては特に、要対協に挙げる前段階の児童生徒の情報につい

て、事前に共有するなど連携の部分を担っている。

➢ は役所内の学校教育課内に所属し、席も役所にある。学校からの相談があ

れば直接 が聞き取り、必要があれば学校へ訪問し、連携している。元校長

が を担っているので、動きがきめ細やかな印象はある。

➢ として相談があるというよりは、学校から虐待があるケースや不登校の児

童生徒について主担当の先生や を経由して相談があり、家族関係を調べて

いくうちに かもしれないと判断される流れが多い。

＜想定する支援対象者の年齢層＞

➢ 実際は義務教育の小中学校の児童生徒が支援の対象としては多い。

➢ 要対協に挙がってくるケースは自分のことができるようになってきた小学生

からが多く、高校卒業の 歳までを支援の対象にしている。

＜ヤングケアラー支援を開始した時期やきっかけ＞

➢ 要対協の仕組みを活用している中で、最近になり の概念が浸透してきたの

で、このこどもは かもしれないと認識するようになってきた。いつの時点

から開始ということは無い。

＜ヤングケアラー支援等の運用を主導するに至った経緯＞

➢ 要対協の枠組みで 支援も対応しているため、その流れで当部門が行ってい

る。

２２  ヤヤンンググケケアアララーーのの把把握握かからら支支援援ににつつななががるるままででのの事事項項

＜学校や教育委員会等の教育分野でヤングケアラーが把握されてから支援に至るまで
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の流れ＞

➢ 学校から要対協の教育部門の主担当や学校教育課所属の へ相談があり、要

対協の枠組みで対応することになる。各ケースについて、個別のケースカン

ファレンスにおいて関係者で相談し、支援方針を決定。要対協でも見守りが

必要であれば対応する。要支援の人もいれば要保護のカテゴリーで支援をす

るケースもある。

➢ 学校以外で言えば、社会福祉協議会の障がい者支援の担当部署から気になる

こどもがいるとして相談が上がってくるようなことはある。学校の情報を確

認したところ家事を手伝ってはいるが、ほぼ毎日登校しているので、 と判

断する状況ではないと判断しているが、そのような子をどこまで として見

守っていくべきかの判断に迷う部分が多々ある。

＜学校や教育委員会等との役割分担＞

➢ 個別ケースカンファレンスで、要対協の管理ケースとして挙げる必要はない

と判断されたケースにおいては小学校・中学校にて見守りをお願いすること

が多い。

＜ヤングケアラーに関する情報の確認・記録・共有方法＞

➢ 客観的な基準はない。相談を受け、要対協へつなげるか否かについても関係

者による個別ケースカンファレンスで決定している。

➢ と思われる状況にあり不登校となっているケース等は、要対協の要支援児

童として見守り支援を行い管理していくことになる。しかし、 の明確な基

準が無いので、現場としては を判断しにくいとの所感がある。

➢ 児童生徒の本人の意見「家族の介護等のお手伝いを嫌々行っている」等の発

言があれば、 と判断していけるとは考えているが、家の手伝いについてど

こまでを とすべきか判断に迷いながら支援している。見守りをしたり、家

庭内の母などの構成員に話を聞いたりして情報収集を行っている状況。

➢ ケースは、表計算ソフトファイルで要対協の中で特別に区別することなく

一元管理。

➢ 特段 であるというラベルも付けていない。現在、要対協では数十件の進捗

管理ケースがあり、ケースの経緯が記載されているので、要対協につながっ

た経緯を読んで確認し、ケースの判断をしている。

➢ 随時緊急時は電話で情報提供があり、追って実務者会議にて紙面での情報共

有を行う。

➢ 関係機関には、月に一回、実務者会議にて共有。緊急時は電話で情報提供し、

追って紙で情報提供の流れ。

➢ 実務者会議の資料には児童生徒の実名が掲載されるが、それ以外では氏名を

明記しない。出先でこどもの氏名を発言しない等、個人情報漏洩防止の取り
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決めはある。

＜この段階における現状や工夫＞

➢ 個人情報の取扱いに関しては、要対協の運用ルールに従っている。

➢ 学校からこどもに関する相談があった時に、内容の程度によって要対協が把

握している内容を話すこともあるが、個人が特定されないようなやり取りを

心がけている。

➢ 学校へのフィードバックは要対協の会議体において行っている。

３３  支支援援方方針針検検討討かからら支支援援実実施施中中のの事事項項

＜主な連携先と役割分担＞

➢ 要対協に既に挙がっているケースは、直接小学校・中学校の先生とやり取り

することもある。基本的には学校教育課を介して連携をとっている。

４４  フフォォロローーアアッッププ中中のの事事項項

＜フォローアップに係る対応の流れ＞

➢ と疑わしきケースは要対協にあげるが、見守りをしていて、 か月必要な

支援がなければ終結の判断をしている。 に限らず、終結についてはどのよ

うな観点で判断すればいいのか悩む部分もあるのだが、職員向けの研修の中

で得た基準を取り入れている。

５５  ヤヤンンググケケアアララーーにに関関すするる情情報報のの一一元元管管理理ににつついいてて

＜把握したヤングケアラーに関する情報の一元管理の方法＞

➢ 社会福祉協議会からの相談の例もあるように、要対協メンバー以外の機関か

ら相談が入ることもあり、こどもの事であればこちらも把握している情報が

ある場合があるが、相談元や相談内容によっては共有できる情報が異なって

くる。情報共有の際には、個人が特定できないようにするなど留意している。

➢ ケース登録システムは導入したものの、幸いケース数が少ないことから、マ

イクロソフト・エクセルやマイクロソフト・ワードファイルにて管理を行っ

ている。ケース記録は基本的に紙で管理している。

＜上記方法における現状や工夫＞

➢ 児童 件でカウントしている。

➢ 暴力の有無が要対協に挙げるか否かの一つの基準となる。

➢ 終結については、特段何も変化がなく見守りができていたら３か月経過した

時点で終了することにしている。再度アクションがあれば再受理し対応する

流れ。
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６６  困困難難事事例例とと対対応応のの工工夫夫

＜家庭が支援を拒否する事例＞

➢ 困難事例ケースは児相と連携している。

➢ 市の児童福祉部門はこどもを一時保護する権限が無い。保護して欲しいケー

スもあるが児相の判断で保護に至らないこともある。

➢ 要支援ケースから ではないかと把握がなされたケースの場合は支援も入り

やすいが、不登校等のように日常生活を見ている中で心配があって学校から

相談が来るケースにおいては、保護者が支援拒否をするケースも多く、介入

が難しい。

７７  そそのの他他（（他他所所へへののアアドドババイイススややココメメンントト等等））

➢ 要対協の管理運営も含め、 支援の他の自治体の好事例を伺いたい。

➢ という言葉が先走っている気がする。こどもが負担に感じているのは良く

ないが、家の事をお手伝いレベルで行っているのはいいのではとの意見も聞

かれる。この概念の判断は線引きが難しい。
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【対象】 市

【日時】 年 月 日（火） ： ～ ：

１１  回回答答者者のの基基本本情情報報

＜体制等＞

➢ の対応は要対協の枠組みの中で対応している。

➢ 要対協の構成員は小・中学校、 などの学校関係、幼稚園、保育園、医師会、

歯科医師会、警察、児童委員、児童養護施設、母子生活支援施設、児童家庭

相談センター、障害福祉部門、民間のセンター、福祉事務所など、民間、公

的機関含め多岐にわたる。

➢ 要対協の枠組みで守秘義務があり、その中で対応している。

➢ コーディネーターは当センター自体が調整機関であるため、配置はしていな

い。

➢ は県の教育委員会が必要に応じて各学校に配置し市の小・中学校に派遣。

とりまとめは市が行っている。

➢ は現場にいるので期待したい役割である。

＜想定する支援対象者の年齢層＞

➢ 歳までは対象年齢になっている。

➢ 当市では だからと言って特別に支援をすることはなく、ネグレクトなどの

登録状況がある中で子どもの権利が阻害されているところに焦点を当ててい

る。

＜ヤングケアラー支援を開始した時期やきっかけ＞

➢ こどもの養育環境が良くないことなどを総合的に見てネグレクトなどとして

支援につなげており、結果として だよねということになる。 の状況が終

わったからといって、子どもの権利が侵害されている状況に変わりがなけれ

ば支援は終結しない。

➢ こどものお手伝いをどこまで見るのかという点に難しさを感じる。

＜ヤングケアラー支援等の運用を主導するに至った経緯＞

➢ 特別に ということを重視しているわけではなく、より内面的なところをア

セスメントしている。

➢ 困難事例は人により捉え方が異なると考えている。 も同様で、家事を率先

してやってくれていて学校に行けている子もいるし、嫌で嫌でしょうがない

子もいる。人間関係を築ける場合は、すんなりいくこともある。

２２  ヤヤンンググケケアアララーーのの把把握握かからら支支援援ににつつななががるるままででのの事事項項

＜学校や教育委員会等の教育分野でヤングケアラーが把握されてから支援に至るまで
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の流れ＞

➢ 最近は という言葉が先行しており、不登校で複雑な家庭環境の場合は で

はないかという通告がある。市としては虐げられている部分にどう支援がで

きるかを確認していくが、 だから受理するという話にはならない。

➢ という単語を使いやすくなり、学校からの連絡が増えたと感じる。学校の

感覚は鋭く、要対協の登録ケースになるこどもは多いが、 としての手当て

が必要になるかは別である。

➢ 啓発活動はしている。８月に講師を招き、 についての講演会を主催した。

月は虐待防止月間でもあり、リーフレットも配布している。

➢ はこどもが虐げられている理由の一つという印象がある。お手伝いがいけ

ないのというのは違う。こどもであっても家族の構成員の一人であるため、

子どもの権利は大切という前提の上で、役割を担うこともあると思う。

＜学校や教育委員会等との役割分担＞

➢ 要対協の進行管理会議で役割等を確認しあっている。個別ケース検討会議の

中で具体的な話をすることはある。個別ケース検討会議は要対協の実務者会

議や受理会議とも別。通告があり、緊急に受理し、調査し、判断をする。非

該当の場合もある。受理をし、支援レベルをつけ、半年見て進行管理会議、

実務者会議を行う。その間必要に応じて個別ケース検討会議を行う。その中

で当センターや学校で役割を決めている。

＜ヤングケアラーに関する情報の確認・記録・共有方法＞

➢ 情報共有の方法等は要対協に準じている。

＜この段階における現状や工夫＞

➢ 個人情報の取扱いも要対協の中で行っている。

➢ 学校から直接当センターに連絡が来ることもある。それぞれで顔の見える関

係になるよう、学校に顔を出し、 だからということではなく、気になるこ

とがあれば相談して欲しいと伝えている。一部の県立高校とやり取りをした

ことはある。

➢ 啓発は の講演会を行い、学校を中心に教育委員会にも声をかけて実施した。

定期的に外部向けの研修をし、こういう時にはこういう通告して欲しいとい

う点や当センターを知ってもらうための啓発を、保育園、幼稚園、学校、教

育委員会、療育機関、 などの民間機関を対象として年に何回か実施してい

る。
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３３  支支援援方方針針検検討討かからら支支援援実実施施中中のの事事項項

＜支援の中でも、特に「ピアサポート等相談支援」、「オンラインサロン」、「訪問支援」

の実施有無＞

➢ 民間企業と提携してヘルパーに対応いただくようにしている（ヘルパー派遣

は「養育支援訪問事業」）。管理は地区担当がしている。他分野におけるヘル

パーの利用が難しい場合に導入するサービスである。

➢ 支援者が変わればサービス導入につながる可能性もある。担当が変わりやり

やすくなったという話しも聞く。

➢ については、学校からの通告が一番多い。民間のヘルパー事業所からも通

告がある。

４４  フフォォロローーアアッッププ中中のの事事項項

＜フォローアップに係る対応の流れ＞

➢ の終結ではなく、子どもの権利が守られるようになった時に終結になる。

虐待も全て同じである。

５５  ヤヤンンググケケアアララーーにに関関すするる情情報報のの一一元元管管理理ににつついいてて

＜把握したヤングケアラーに関する情報の一元管理の方法＞

➢ 要対協の進行管理会議でケースを終結するなど、登録児童のレベルを変更し

たりして管理している。

➢ 進行管理台帳は表計算ソフトである。今はシステムを使っていないが、今後

使っていきたいと考えてはいる。表計算ソフトは当センター内のみで共有し

ているもので、要対協においては会議のタイミングで適宜状況を報告する。

進行管理台帳の中で、厚労省が出している項目に該当するようなケースを一

斉に確認したことがある。

➢ 当センターは小学校区ごとに分かれている。市内で転居する場合はケース移

管という形で連携する。

６６  ヤヤンンググケケアアララーーのの把把握握・・支支援援のの準準備備

＜運用までに準備すべき事項＞

➢ の対応はもともと要対協で行っていることであり、 だから準備をすると

いうのは違う。

➢ 啓発活動をすることで通告が増えたが、増えること自体は目が行き届いてい

るということでよい面もある。児童相談所であれば一時保護があるが、当セ

ンターにはそれがない。要対協で何かするのは難しい。もし だと通告があ

り、介入し、家事が負担になっており、きょうだいの面倒を見て学校に遅刻
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するというこどももいる。母も母子家庭で家を早く出なくてはいけない場合

は、きょうだいを連れて学校にいくこともある。このケースの場合、どうす

れば が解消できるのか。ヘルパーは時間帯を気にせず必要な時に必要な分

だけ利用できるような万能なものではない。この家庭の場合は課題が解消さ

れない状態が続いていくことになると思う。

➢ の認識が広まり、学校からの通告が増えた。こどもとの会話の中で判断し

てもらえるとありがたいと感じるところはある。

７７  困困難難事事例例とと対対応応のの工工夫夫

＜家庭が支援を拒否する事例＞

➢ この困難事例は本来困難ではなく、支援を拒否するというのは普通のこと。

行政がいきなり来たら構えるのは当然のことだと思う。

➢ ケースワークのやり方にもよると思う。拒否するケースは当センターに来る

前に生活保護の担当ケースワークをしていた時にもあったが、そこまで困難

だと感じたケースはなかった。

＜中退者等学校での把握が困難な事例＞

➢ このケースであれば、こどもではなく、家庭に支援が必要なのであり、家族

構成を問題視した方がよいと感じる。こどもに手当をしたところで、介護さ

れる人が元気になるわけではない。こどもだけがハッピーになることは、こ

どもが望むことなのかどうか。

➢ 表面の中退者だけに手当をするから、もぐらたたきのようになる。家族全体

を見る方が正しいアプローチである。

８８  そそのの他他（（他他所所へへののアアドドババイイススややココメメンントト等等））

➢ とは何なのか。そもそもの子どもの権利が侵害されている状況について考

える必要があるのではないか。言葉尻で考えていくよりも本質を捉える必要

性があると思う。 という言葉だけで見てしまい、本質を見る力を失ってし

まうのではないかと感じることもある。
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【対象】 市

【日時】 年 月 日（月） ～

１１  回回答答者者のの基基本本情情報報

＜体制等＞

➢ 当市は、全国で初めて 相談・支援専用窓口（以下、「ＹＣ専門窓口」とい

う。）を設置。関係者及び当事者からの相談を受け、支援の調整を行う窓口と

なっている。

➢ 代だけでなく 代の若者への支援も実施。名称は「こども・若者ケアラー」

としている。基本的には、ケアラーが 歳未満の場合には、「各区役所・支所

のこども家庭支援室」、 歳以上の場合には「こども・若者ケアラー相談・支

援窓口」が相談を受け付ける体制。実際は当 専門窓口にも 歳未満の

の相談はあり、区役所で対応できない場合は区役所から当ＹＣ専門窓口へ相

談されることもある（区役所では児童虐待の相談も受けている）。

➢ 専門窓口の相談件数のうち、学校関係、 からの相談が最も多い。それ以

外の相談経路は、介護分野の地域包括支援センター、ケアマネジャー、障害

分野の相談支援センター、区役所など。

➢ 当初は当事者及び当事者のご家族からの相談が多いだろうと想定していたが、

実際は関係機関からの相談が多い。当事者や家族はあまり自分等が である

という認識がないものと思われる。また、当事者からの相談はいずれも高校

生以上で、小中学生からの相談はない。

➢ ＹＣ専門窓口に関しては、学校関係は市内の の会議等で直接周知を行って

いる。既に連携していることもあり、 からの情報提供は一番多い。障害・

介護分野においては、地域包括支援センター、ケアマネジャー等の団体、個

別にも周知しているが、相対的に学校関係からの相談が多くなっている。

➢ は支援のキーになると考えている。こどもの状況をよく把握しているから

である。

➢ 当市は 支援の専門部署を立ち上げ、 支援の総合調整を行っているので、

国がいうコーディネーターと同じ役割を担っている。

＜想定する支援対象者の年齢層＞

➢ イギリスの は 歳未満、 歳から 歳をヤングアダルトケアラーと、オ

ーストラリアは 歳までを とするなど、 歳以上も支援対象に含める国

もある。ケアラーが 歳を超えても就職の課題や、家庭内の課題が継続する

ことも多く、大学生でも学業が満足に行えない等の現状もある。ケアラーは

年齢では区切れない。こどもがケアラーになった時に公的支援が必要である

ことは言われてきているので、やはり行政は何らかしらの支援体制を構築す
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るための検討が必要と考えている。

➢ 当市では、対象者が 歳未満である時は区の子育て支援の部門（要対協事務

局）で相談を受け、 歳以上は 専門窓口で対応するとした。しかし、その

運用を開始しはじめたら、区によっては虐待対応に追われている区もあるの

で、全区が統一的な対応ができているとは言えない部分がある。

＜ヤングケアラー支援を開始した時期やきっかけ＞

➢ 支援の取組を始めたきっかけとしては、令和元年に起こった 歳の若者ケ

アラーが同居していた認知症の祖母を殺害してしまう不幸な事件が発生し、

ケアラー支援が必要であると問題が浮き彫りになったことが発端となってい

る。その後、市で （福祉局、健康局、こども家庭局、教育委員会事務局か

ら編成）を立ち上げて、 支援体制強化の検討に入った。

➢ ここ最近はケアラー世帯向けの「配食サービス」の導入をきっかけにして家

族から相談が入るようになっている。また、こどもがケアラーになってしま

うのではないかとの相談を受けることがあり、「予防的支援」の必要性も感じ

る。

＜ヤングケアラー支援等の運用を主導するに至った経緯＞

➢ の検討において、こどもだけでなく若者も 支援の対象に含めるので、こ

ども部局ではなく福祉部局が対応する方向が大枠で決まっていた。生活保護、

障害、介護などの連携部門との関係性も強く、円滑に連携できる部局でもあ

る。おそらく、これは自治体において少数派なのではないだろうか。多くの

自治体では、こども部局や教育委員会が 支援の窓口になっているのでは。

特に、昨年度の多機関連携マニュアルでも示されている「要対協の枠組みで

対応すれば、個人情報保護の課題は、要対協のルールで取扱いが可能なので、

クリアになる」とし、要対協で 支援を管理している場合が多いのでは。

➢ ここで大事なのは、要対協はあくまでも要保護・要支援のケースの、主に虐

待支援の視点で運用されている枠組みであるという点。そうなると、‘ケアラ

ー’支援に関しては要対協の虐待対応の枠組みでの対応ではないとの認識が

あるのも事実。当市も同様の認識はある。

➢ 福祉局は ・若者支援に関して推進しており、もちろん要対協へも支援推進

について啓発をしていくが、要対協は要対協の枠組み（主に児童虐待事案へ

の対応の枠組み）で ケースを捉える。そこで、虐待のリスクは低いと判断

されると、 支援は要対協が取り扱うケースではないとの感覚も生じるのが

実情。

➢ 要対協で言えば、虐待事案への対応という視点からリスクが無いとなると、

支援の土壌が無いと考える。仮にこども家庭センター（児童相談所）などの

虐待事案への対応が中心の部署が 支援を担うならば、虐待リスクの少ない
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予防的支援のような ケースが零れ落ちる恐れがあり、それをどの部署がカ

バーするのかといった所まで検討が必要であると思う。

➢ 仮に を運営上は虐待ケースとするとしても、現場では違和感が生じる。例

えば、 をこどもへのネグレクトであると分類するのは違和感があり、その

ように言い切れないケースも多い。

２２  ヤヤンンググケケアアララーーのの把把握握かからら支支援援ににつつななががるるままででのの事事項項

学校や教育委員会等の教育分野でヤングケアラーが把握されてから支援に至るまでの

流れ＞

➢ 当市では各種様式を用いて支援を行っている。その中に「チェックシート

（気づきのためのシート）」があり、学校現場の先生が かもしれないこども

を発見するための気づきを促すものとして使用している。例えば、遅刻しが

ちや休みがち、授業中よく寝ている、といったように生徒の一つの側面しか

見られなかったものが、このシートにある項目で一つでもチェックがつけば

の可能性があるかもしれないという視点を持ってもらう。そういう意味で

のチェックシートになっている。

➢ 学校現場等でチェックシートを活用して検討していただき、何か気になるこ

とがあった場合はＹＣ専門窓口に相談いただく。

＜学校や教育委員会等との役割分担＞

➢ 専門窓口が直接相談対応を行うこともあるが、 との関係で言えば、

専門窓口は への間接支援 を行っている。それを受けて、 のほうから学

校や 本人へアプローチしてもらう。

➢ は のいる家庭と接点があるので、匿名で相談をいただくこともある。

その際は、 への間接支援の範疇で、家庭へのアプローチの方法や、行政支

援（配食事業や訪問支援等）の紹介などをして連携することができている。

また、 が入ることで、支援を受けとる側（支援対象者）の支援の受け入れ

姿勢が軟化することも期待している。

＜ヤングケアラーに関する情報の確認・記録・共有方法＞

➢ 定期的に相談ケースの情報を提供する関係者は、教育委員会の事務局のみ。

を管轄している所管課である。 から相談いただいたケースのみを、マ

イクロソフト・エクセルファイルに出力し、毎月、情報を更新して共有して

いる。

➢ 市内に配置された 計 人（アウトリーチ職員 名、区別相談員 名）と

は密に連携しながら、対象ケースの情報共有している。

 
 
本人や家族以外の、支援に関わる関係機関等からの相談対応をいう。
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➢ ケースはシステム上で記録し、管理している。流れとしては、相談受理日

時以降の終礼で当日の相談内容について報告（個別ケース報告）。毎週火曜日

に個別ケース会議を開催しているため、相談のあった日から最も直近の火曜

日に当該会議において新規相談ケースを報告し、処遇方針を決める。その際、

次回の再評価日を設定し、システムに次回ケース検討日を入力している。

➢ システムは、庁内の共有ネットワークを活用している（ 専門窓口の相談員

のみが閲覧できるよう制限）。システムの管理は課長が行っている。ケース記

録は対象者１人ごとに作成し、個人フォルダの中に支援経過等を蓄積してい

く。

➢ 支援の調整役である当課の役割について。関係機関が支援対象者に各種公

的サービスを導入して家庭に入っていく際、ケアラーを含めた世帯全体の課

題に着目する視点がまだ乏しいと思う。その点を啓発することができるのが

当課の強みであり、役割でもあると捉えている。

＜支援の中でも、特に「ピアサポート等相談支援」、「オンラインサロン」、「訪問支援」

の実施有無＞

➢ 当市のある県では、県のケアラー支援事業として、配食サービスを開始した。

合計 回分（週 回）、家族の人数分、無料で食事を置き配方式で提供する事

業である。県の事業であるが、このサービスの利用対象者が当市に在住する

方の場合は、当市がサービス利用の必要ありと判断すれば利用可能となる制

度になっている（当市以外に対象者が在住する場合は、県のケアラー相談窓

口が取り扱うことになっている）。県知事が 支援に力を入れていたので、県

における支援事業の立ち上げにも力を入れてもらっている。

➢ この配食サービスの利用をきっかけに、これまで行政がアクセスしにくかっ

た の保護者にアクセスできたとの実感がある。実際に、配食サービス利用

後に訪問支援サービス（ヘルパー）の導入につなぐことができた例もある。

いきなり訪問支援事業につなげることは難しい印象がある。間に配食サービ

スを挟むことで訪問支援事業につながるという効果があると感じている。

➢ 世帯にとって、お弁当を「対面」ではなく「置き配」で提供してもらえる

ことは非常にありがたいことなのではないかと思う。訪問支援は家庭の中ま

で入っていくサービス。他人が家の中まで入ることやこれまでの生活の形を

変えることには抵抗があると思う。他方、置き配ではサービスを受ける抵抗

感は少ないものと推察でき、支援の導入につながっていく実情がある。配食

サービスの利用をきっかけとして の保護者との関係性が構築され、行政へ

の信頼感が醸成されるので、訪問支援サービスの利用も検討しやすくなる背

景があるようだ。

➢ 配食サービスの利用意向を保護者が示した際、口頭で個人情報の取扱いの同
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意を得ている。

➢ 県立高校は、所管が県となるため学校との連携は少なくなる。一方、市立高

校の高校生が 支援について勉強したいとの申し入れがあり対応したところ、

その後に の啓発動画を作成してくれた。

➢ また、研修や講演を行っているが、県立高校の養護教諭から研修の依頼があ

り、対応することになっている。

➢ 様々な場で啓発活動を実施することで、講義の依頼をいただく事も多い。

支援の専門部門である当課の活動を通して、広報・啓発が浸透している実感

もある。

３３  フフォォロローーアアッッププ中中のの事事項項

＜フォローアップに係る対応の流れ＞

➢ ケア対象の方が施設入所した、ケアラーが世帯転出をした、ケア対象の方が

亡くなったなど、ケアラーの要因がなくなった場合は終結する。なかにはケ

アラーの疑いの段階で支援をしているが、顕著にケアラーの要因が見られな

い場合は見守り期間を何か月が設けた上でいったん終結とする。

➢ 有識者から指導頂いたのが「伴走的支援」という考え方。ＹＣ専門窓口が継

続して支援することで伴走的支援ができるのか、関係機関が引き継いで支援

をすることで伴走的支援ができるのかを議論したことがあるが、必ずしも、

ＹＣ専門窓口が継続支援することが伴走的支援ではないと結論づけた。次に

引き継いでいただける関係機関があればバトンタッチをしてそこに寄り添っ

ていただく。仮にまたケアラー状態に戻った場合は、こちらのＹＣ専門窓口

にも再度相談していただく、そういった途切れのない形でどこかの機関が関

わることで伴走的支援ができるのではないか。関係機関にバトンタッチし、

一定期間の見守りを経てから終結することもある。

➢ 週 回開催する個別ケース会議において、昨年までは毎週全ケースの検討を行

っていた。現在は対応件数が増えてきたため、継続ケースは再評価日のスケ

ジュールを定めるようにし、検討のタイミングが来たものは、当該週の新規

ケースとともに共有や検討を行っている。この方法で、時間の効率化とケー

スの進捗管理が可能になった。

➢ 終結の判断や状況については、外部機関等には特段情報共有はしていない。

４４  ヤヤンンググケケアアララーーにに関関すするる情情報報のの一一元元管管理理ににつついいてて

＜把握したヤングケアラーに関する情報の一元管理の方法＞

➢ 正直な所、情報の管理、特に個人情報の取扱いについては現状ではグレーな

部分と感じている。令和４年４月に示された多機関連携マニュアルでの「情
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報共有における留意点」では、関係機関と個人情報を共有するにあたり、本

人・親の同意が前提となっているが、全て同意をとれるものではない。同意

が取れない場合として３つの例示、①児童虐待防止法に基づく要対協ケース

として取り扱う、②自治体の個人情報保護審議会で承認を得る③児童福祉上

の要支援児童の発見と捉えて同意を得られずとも個人情報を共有する、であ

る。

➢ 実際に支援を導入する際は個人情報をやり取りしないといけないので、要対

協以外のケースであれば、厳密に言うと個人情報保護審議会にかけて、情報

の取扱いを検討することになるが、保護審議会のハードルはどこの自治体も

高いものである。あるいは、児童福祉法上の「要保護支援児童の発見」に該

当する場合であれば個人情報を報告する規定があるが、あくまでも努力義務

に過ぎない。相談ベースでは匿名で関係機関とやり取りを行わざるを得ない

実態がある。

➢ 専門窓口内部で行うケース検討では個人情報の共有は行われているが、そ

の全部の情報を外部関係機関に出せるわけではない。 から相談のある匿名

のケースなどへは、アドバイス・ベースでフィードバックしているのが現状。

➢ 根拠法令の改訂が伴わなければ要対協（要保護・要支援）での 支援の運用

は非常に難しいと考えている。要対協で 支援を担っていくには、児童虐待

防止法の法改正により、対象者の定義を も含めた広い意味での対象者（予

防的支援も含む等）の再定義が必要と考えている。

＜上記方法における現状や工夫＞

➢ 一元管理の際、１つのケースは、実件数をカウントしている。

＜個人情報を共有するための基盤やルール作りについての課題や工夫＞

➢ 支援は福祉課題として根拠法令が無い中でやらなければならない状況。し

かも、行政として 支援を外部委託（社会福祉法人等）している場合は、情

報共有は困難であるものと推察する。行政の部署であるからこそ責任をもっ

て支援していけるし、庁内の関係部署に声をかけることや、情報を共有する

ことが可能になると考えている。

➢ 自治体が限られた社会資源の中で、どのように支援していくべきか検討する

姿勢が大事。

➢ 月１回、 分野の有識者に事例検討会に来ていただき、指導いただいている。

スーパーバイズしていただくことで支援の質の向上や質の担保ができると考

えている。

➢ 市のケアラー支援事業の検証委員会も開始しており、当市の施策についての

検討も行っている。

➢ の立ち上げ以降、庁内連携協議会を年４回実施している。この会議では各
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所管課が 支援において何ができるのかを話し合っており、どこの課でも

支援の視点が必要であることや、支援を提供していく当事者になりえること

の認識を共有している。市の内部で、 支援に係る共通認識を醸成する場で

ある。

５５  困困難難事事例例とと対対応応のの工工夫夫

＜家庭が支援を拒否する事例＞

➢ 支援拒否となるケースは家の中に人が入ることに拒否感があることが多い。

訪問支援事業の利用実績が伸び悩んでいるが、まずは心理的なハードルが比

較的低いと思われる兵庫県がモデル事業として始めた置き配の配食サービス

を利用してもらい、支援を受けるメリットを感じてもらうことで、訪問支援

サービスの導入へとつなげたり、そもそもの親の不安（こどもが になって

しますのではないか等）については、相談してもらう関係性を構築して寄り

添い型の支援を行ったりしている。

➢ 他人が家の中に入ってくることへの不安があるだろうし、病院を受診しなさ

い等、とやかく言わないで欲しいとの気持ちがあるケースも多い。保護者と

しては、 となってしまった背景を無理やり修正することは受け入れがたい

という気持ちもあるだろう。その気持ちに配慮して支援していく必要がある。

例えば訪問支援事業の中でも、買い物サービスから導入し、病院受診同行や

掃除・洗濯・調理などの家事支援サービスへと移行するなど、段階を経て支

援していくことが重要。

➢ 支援には心理的なフォロー（寄り添い型、伴走型の支援）が必要と考えて

いる。こどもにとって、誰かが見てくれているといった安心感があることこ

そが重要であると捉えている。声を挙げれば相談を受けてもらえると感じる

環境を整えることは効果的な支援である。

＜中退者等学校での把握が困難な事例＞

➢ 中学、高校卒業後で学校の所属が無ければ、ケアマネジャー、生活保護ケー

スワーカー等の家庭に入っている専門職が気付くことが有効。そのため医

療・福祉・保健等の関係機関に対して 支援について啓発していくことが非

常に有効であり、重要であると考えている。

６６  そそのの他他（（他他所所へへののアアドドババイイススややココメメンントト等等））

➢ についても予防的支援の視点は非常に重要であると感じている。この意識

を各関係機関や公的サービスの提供者にまで浸透させていくことが重要であ

る。
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４ 考察

 ヤングケアラー支援の運用スキームのパターン

ヒアリングの結果から、児童福祉部門が窓口となりヤングケアラー支援の運用を主

導する場合の仕組みの例を、下記の４つのパターンに分類して整理した。

仕組み例① 要対協の枠組みを活用した運用

仕組み例② 国庫補助事業である各種訪問支援事業を活用した運用

仕組み例③ 児童福祉部門に「ヤングケアラー相談窓口」を設置した運用

仕組み例④ 行政区ごとに「ヤングケアラー相談窓口」を設置した運用

仕組み例① 要対協の枠組みを活用した運用

＜特徴＞

 児童虐待事案等を取り扱う要対協の既存の枠組みを活用した運用方法。

 教育分野で把握したヤングケアラーを、家庭児童相談の窓口や要対協調整機関に

つなぎ、要対協登録ケースと同じ仕組みの上で管理。

小学校、中学校

市教育委員会 • 要対協の調整機関であり家庭児童
相談の相談機関

• 発生ベースで児童福
祉部門に相談

連携向上
に向けた
働きかけ

(普及啓発等)

児童福祉部門
（担当：子ども・子育て総合センター）

教育分野

連携

• SSWを配置し、
• 小・中学校に派遣

県教育委員会
• SSWを配置し、
小・中学校に派遣

相談

【情報管理】
• YCケースは要対協登録ケース((要保護児童//要支援児童等))として管理

連携会議設置
※児童福祉部門が旗振り役

関係部門
関係機関
地域の支援YCの把

握・支援・
見守り等
における
連携

終結

• 市民団体が連携
協議会を設置、YC
支援で連携

• 「ケアラー」は障害福
祉のラインで取扱い
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仕組み例② 国庫補助事業である各種訪問支援事業を活用した運用

＜特徴＞

 児童虐待事案等を取り扱う要対協の既存の枠組みを活用した運用方法。

 教育分野で把握したヤングケアラーを、家庭児童相談の窓口や要対協調整機関に

つなぎ、要対協登録ケースと同じ仕組みの上で管理。

 国庫補助事業である各種訪問支援事業 （有料のヘルパー派遣事業の対象をヤング

ケアラーに絞らないことで、結果としてヤングケアラーにつながる制度設計等）

を有効に活用しながら、ヤングケアラーを支援。

小・中学校

市教育委員会

• 要対協の調整機関であり家庭児童
相談を受け付けている相談機関

• 養育支援事業(無料のヘルパー派遣)
の他、国庫補助事業である各種訪問
支援事業を有効に活用

• 児童福祉部門につ
なぐ場合はSSWとと
もに「連携シート」を
作成

児童福祉部門
（担当：子ども家庭支援センター ）

教育分野

連携

• SSWを配置し、
小・中学校に派遣

• 一部のSSWは要対
協実務者会議成メ
ンバー

【情報管理】
• YCケースは要対協登録ケース(要保護児童/要支援児童等)として管理。
記録に印を付けてYYCCであることが分かるようにしている

• 有料ヘルパー派遣事業の申込受付時に、申込者から個人情報取り扱い
に関する同意書を取得

• 同事業担当部署が、YYCC支援状況の台帳管理を実施

関連部署含む庁内会議設置
※児童福祉部門が旗振り役

連携向上
に向けた
働きかけ

(普及啓発等)

相談

YC支援において連携する
部門・機関等

関係部門
関係機関
地域の支援

YCの把
握・支援・
見守り等
における
連携

終結
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仕組み例③ 児童福祉部門に「ヤングケアラー相談窓口」を設置した運用

＜特徴＞

 児童福祉部門に「ヤングケアラー相談支援窓口」を設置して、ヤングケアラー支

援に係る相談を受け付け、支援する運用方法。

 教育分野で把握したヤングケアラーを、行政機関の窓口または「ヤングケアラー

相談支援窓口」につなぎ、ヤングケアラー支援ケースとして要対協とは別の枠組

みの中で管理（要対協登録ケースでありヤングケアラーの状態でもあるケース

は、従前の要対協の枠組みの中でも管理）。

 

連携向上
に向けた
働きかけ

(普及啓発等)

小学校、中学校等

市教育委員会

YC支援において連携する
部門・機関等

• 「YC相談支援窓口」を設置・標榜
• コーディネーターによる相談対応
• 市内小中学校へのアウトリーチを実施
• YC同士の交流会、居場所の提供
• 関係機関からの相談も対応(間接支援)

「YC相談支援窓口」（外部委託）

• 要対協の調整機関であり児童相談の
受付窓口

• 受けた相談はアセスメント等により登録
ケースを判断

各行政機関の窓口

• アセスメントを実施
• 全児童生徒にアン
ケートを実施

• アセスメントで
はYC非該当

• 窓口の支援
を利用希望

アセスメント
でYCに該当

児童福祉部門教育分野 関係部門
関係機関
地域の支援

YCの把
握・支援・
見守り等
における
連携

連携 連携・情報共有

【情報管理】
• 市、YC相談支援窓口でそれぞれケース管理（必要に応じて共有）
• 件数、相談概要については本庁部門でも把握

関係課長会議設置
※児童福祉部門が旗振り役

• SSWを配置し小・中
学校に派遣

• 児童・生徒向けアン
ケートにてYC疑いの
実態把握



 

82 
 

仕組み例④ 行政区ごとに「ヤングケアラー相談窓口」を設置した運用

＜特徴＞

 教育分野で把握した気になるこどもを、福祉の専門家である Ｗ、 や区役所の

職員を交えて支援等について検討し、ヤングケアラーケースかどうかをアセスメ

ントした上で、区役所等必要な支援先につなぎ管理（要対協登録ケースでありヤ

ングケアラーの状態でもあるケースは、従前の要対協の枠組みの中でも管理）。

• 担任等により「確認シート」
を用いてYCを含む、気にな
る子どもの様子を確認

• 気になる子どもに関する支
援会議を開催（SSSSWW、SSCC
や区の職員も参加）し、ア
セスメントを実施。要対協
につなぐかどうかの判断を
行う

児童福祉部門教育分野

【情報管理（児童福祉部門）】
• 児童相談に該当するケースは、福祉情報が管理できるシステムに登録して一本化
• YC相談窓口が受け付けた要対協ケース以外のケースはYC相談窓口にて管理

• SSSSWWを各行政区に配置
• SSCCを各学校に配置

• ヤングケアラー当事者や支
援機関、地域の方などか
らの相談受付

• 要対協ケースと考えられ
る場合は要対恊につなぐ

• 支援先との連携

各行政区「YC相談窓口」

連携

• 共通アセスメントを実施し、要対協ケースか否か判断する。
• 要対協ケースに係る支援方針の検討、支援先との連携

市立小学校、中学校

支援会議での
情報共有、

支援に係る相談
（個人情報に
配慮した「連絡
票」を活用）、

SSWの配置
等

連携向上に
向けた取組

普及啓発等

各行政区「要対協調整機関」
連携

※1行政区を実施主体とし、学校現場と連携して支援が必要な子どもや家庭を発見するための仕組みを設けたネットワーク事業として従前より実施するもの
（図表においては仮で「ネットワーク事業」として示す）

※2当該事業担当が状況に応じて他機関と連携し、支援を行う場合もある。
※3関係機関には医療機関、児童相談所、社会福祉協議会等を含む。また、地域資源には民生委員・児童委員、NPO法人、地域団体、福祉サービスに係る
相談支援機関等を含む。

※4ピアサポートによる相談支援、オンラインサロンによる交流は寄り添い型相談支援事業における支援。

【情報管理（教育分野）】
• 要対協ケース以外は、ネットワー
ク事業※１のケース管理用シート
に登録して管理

市教育委員会・こども関係部局

• 教育分野と連携し、市教
育委員会等から配置され
たSSW、SCや区の職員が、
教育分野におけるアセスメ
ント結果を踏まえ、支援先
方針を検討し、適宜連携

• 要対協ケースと考えられる
場合は要対恊につなぐ※2

ネットワーク事業※1担当

連携

関係部門、
関係機関、
地域資源※※33  

YCの把握・
支援・見守
り等における
連携

終結

【支援例※4】
• 生活、就労支援
• ひとり親世帯への
支援

• 児童扶養手当
• 子どもの居場所
• ピアサポートによる
相談支援

• オンラインサロンに
よる交流 等

連携
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 先行事例の考察から明らかになった課題等

ヒアリング調査により収集した先行事例を考察し、ヤングケアラー支援の運用スキ

ームを考察する中で、下記の課題が浮き彫りになった。

① 支援を必要とするヤングケアラーを把握することができるかどうか

ヤングケアラーは、法で定められた厳格な定義があるわけではなく、こどもの置か

れている状況、子どもの権利が侵害されている可能性や家族の状況、考え、想いなど

を理解した上で、支援の必要性を総合的に検討し判断していくことになる。

児童福祉部門と教育分野といった複数の分野・部門で情報を共有しながら検討し、

必要となる支援を進めるにあたり、「どのような場合に支援につなぐのか」について、

関係者間で共通の認識を持って対応する必要がある。

② 要対協の枠組みを活用する際の留意点

児童福祉部門が要対協の調整機関を担う場合は多く、既にある要対協の枠組みを活

用しながらヤングケアラー支援の運用を行うのが効率的と考えられる。

この場合、ヤングケアラー支援ケースを要対協登録ケースとして取り扱うと、要対

協で管理するケース数が増加する場合がある。ケース数が増加することで、ヤングケ

アラーを含む一つ一つのケースで必要なアクションを適時に行うことができない、と

いう状況にならないような確認の仕組みが必要である。

③ ヤングケアラー支援ケースの一元管理はどのように行うか

ヤングケアラー支援には、当研究事業で対象とした児童福祉部門や教育分野以外に

も多種多様な部門・機関が関わる。ヤングケアラーの把握にはじまり、支援の実施か

ら見守りや事後支援に至るまで、段階ごとに主な対応部門・機関が変わる場合もあ

る。例えば、教育分野や児童福祉部門とは別の所で把握したヤングケアラーで、その

まま支援が完結した場合、ケース管理上の取扱いをどのようにするかなど、管理する

範囲や方法、体制を、既存の取組との兼ね合いも含め検討する必要がある。

支援を主導し調整役となるヤングケアラー相談窓口が明確になっていれば、ヤング

ケアラー支援に関する情報が集約され、一元管理がしやすくなることが考えられる。

その際、可能であればコーディネーターを設置する等して、情報を一元的に把握し、

集約していくことが望ましい。また、児童福祉部門が自らヤングケアラー支援施策
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（相談やヘルパー派遣事業等）を持つ場合にも、その支援サービスの利用状況が把握

できるため、把握や管理しやすくなることが考えられる。

④ ヤングケアラーの状況にあるこどもが 歳を超えた／超えている場合の対応

児童福祉部門が担当するのは基本的に 歳未満のこどもである。しかし、ヤングケ

アラーであるこどもが抱える課題は 歳を超えてもなお続く場合もある。また、

歳を超えてから支援の必要性が生じる場合もある。児童福祉部門での対応として、

歳を超えた／超えている相談の受け付けや支援継続の方針・仕組みを考えておく必要

がある。

歳を超えた方であっても、引き続きヤングケアラーに関連する相談を受け付ける

ことも考えられる。切れ目なく支援ができるよう、地域の実情にあわせて予め検討し

ておくことが求められる。

⑤ 高校や私立学校との連携を促進させるにはどうするか

児童福祉部門にとって、市立の小学校や中学校は、それぞれに派遣・配置された

含め、いわゆる‘‘顔の見える関係’’が既にできている先である。他方、高校

（県立の場合は都道府県教育委員会が所管）や私立学校（都道府県知事部局（私学担

当部局）が所管）については、これまであまり連携して支援等を行った実績がないこ

とが考えられる。

高校や私立学校においても、支援を必要とするヤングケアラーがいることが考えら

れ、これまで支援を行ってきたヤングケアラーがそれらの学校に進学することもあり

得る。ヤングケアラー支援からこどもが抜け落ちてしまうことがないよう、高校や私

立学校との連携を推進させるための工夫が必要となる。

例えば、小学校や中学校の段階からヤングケアラーであると把握していたケースに

ついては、本人や家族の同意を得た上で、高校や私立学校への進学に際して、進学先

の学校に連絡し、連携していくことも考えられる（転校時も同様）。
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第５章 パイロット版・手引きの作成

１ 目的

運用スキーム検討のためのヒアリング調査の結果をもとに、有識者からの助言・指

導を受けながら再検討し、パイロット版の児童福祉部門と教育分野に焦点を当てた、

市区町村におけるヤングケアラー把握・支援の運用手引きを作成した。

２ パイロット版の手引きの構成

手引きの構成について以下に示す。この内容を用いて、「第７章 パイロット版・手

引きを用いた試行運用」を実施した。

図図表表  パパイイロロッットト版版・・手手引引ききのの構構成成
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第６章 試行運用協力先検討のためのアンケート調査

１ 目的

試行運用協力先を検討するため、ヤングケアラーへの支援の現状、特に、ヤングケ

アラーの把握、ヤングケアラー支援の窓口、試行への参加意向などをアンケート調査

により把握した。

２ 調査概要

 アンケート調査の対象者

アンケートは、全国自治体（市区町村）の児童福祉部門の担当者に対して実施した。

回答数 件（回収率： ％）であった。

 調査の時期

調査実施時期は 年 月 日（月）～ 月 日（月）である。

 調査の方法

インターネットによるアンケート調査を実施した。具体的には、厚生労働省担当課

から、市区町村の児童福祉部門に対して、電子メール等により調査専用サイトの

を記した依頼状を送付。依頼状を受け取った対象に、インターネット上でアンケート

に回答することを求めた。

 調査項目

調査項目を、以下に示す。
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図図表表  調調査査項項目目

※ ：自由記述回答、 ：単数回答、 ：複数回答

アンケート項目案

１..回答者
の基本情報

① 自治体名（FA）
② 担当課名、担当者名、連絡先（FA）
③ 貴市区町村の人口をお教えください。（SA）

1. 80万人以上
2. 50万～80万人未満
3. 20万～50万人未満
4. 5万～20万人未満
5. 5万人未満

④ 貴市区町村の児童生徒人口をお教えください。（SA）
1. 10万人以上
2. 5万～10万人未満
3. 3万～5万人未満
4. 1万～3万人未満
5. 1万人未満

２..ヤングケ
アラーの把握
について

① 貴児童福祉部門において、貴自治体に所在するヤングケアラーを把握していますか？（SA）
1. 把握している
2. 把握していない

② （「把握している」と回答した場合にお尋ねします）令和3年度において把握したヤングケアラーの人数を教えてください (概数で構い
ません)。（FA）

③ （「把握していない」と回答した場合にお尋ねします）ヤングケアラーを把握していない理由としてあてはまるものを教えてください。
（MA）

1. 現時点ではヤングケアラーを把握する必要性を感じない
2. 把握する方法が分からない
3. 把握するためのリソースが足りない（担当者や予算等）
4. 既に他部門が把握している
5. その他（具体的に： ）

３..ヤングケ
アラーの支援
の窓口につ
いて

① 貴市区町村において、ヤングケアラー支援の窓口を担い主導する立場にあるのはどの部門ですか？
1. 貴児童福祉部門が担っている
2. 貴児童福祉部門とは別の他部門が担っている（具体的に： ）
3. 特に決めていない、わからない

４..試行へ
の参加意向

① 本事業においては、現在、先行事例を調査しながら市区町村におけるヤングケアラー支援の在り方を検討しております。今後、調査
結果や検討結果をもとに作成した「支援の手引書（案）」を用いて、試行運用の機会を設ける予定です。（試行運用の時期：
2023年1月～2月）
この試行運用への参加意向についてお聞かせください。

1. 参加したい
2. 参加を検討したい
3. 参加しない

（注）参加のご希望を多数頂戴した場合には、地域や人口規模、本アンケートへの回答内容等を考慮し、ご協力いただく自治体を絞
らせていただきますことご了承ください。
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３ 結果

ここからは、自治体アンケート調査の集計結果を調査項目カテゴリーごとに説明す

る。なお、小数点以下第二位を四捨五入した値を掲載している。

 回答者の基本属性

 
） 所在する市区町村の人口規模（単数回答）

回答いただいた市区町村において、人口規模は 万人未満が 件で ％を占め

ていた。

 
 

図図表表  市市区区町町村村のの人人口口規規模模（（ ））

） 所在する市区町村の人口規模（単数回答） 
回答いただいた市区町村において、児童生徒数は 万人未満が 件で ％を占

めていた。

 
図図表表  市市区区町町村村のの児児童童生生徒徒人人数数（（ ））

 ヤングケアラーの把握について

 
） 所在する市区町村の児童福祉部門におけるヤングケアラーの把握状況（単数回答）

1.5%

2.0%8.3% 26.7% 61.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

80万人以上 50万人以上～80万人未満 20万人以上～50万人未満 5万人以上～20万人未満 5万人未満

1.6%

3.3%
4.9%

15.8% 74.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10万人以上 5万人以上～10万人未満 3万人以上～5万人未満 1万人以上～3万人未満 1万人未満
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ヤングケアラーを把握している自治体は 件で ％、把握していない自治体は

件で ％であった。

 
図図表表  市市区区町町村村ののヤヤンンググケケアアララーー把把握握状状況況（（ ））

） 【２－１で「把握している」と回答した場合のみ】

所在する市区町村の児童福祉部門におけるヤングケアラーの把握人数（自由記述

回答）

 
自治体における、平均ヤングケアラーの人数は約 人であった。最小値は０人、最

大値は 人 であった。

図図表表  令令和和 年年度度ににおおけけるるヤヤンンググケケアアララーー把把握握人人数数 

） 【２－１で「把握していない」と回答した場合のみ】

ヤングケアラーを把握していない理由（複数回答）

 
ヤングケアラーを把握していない理由としては、把握するためのリソースが足りて

いない（担当者や予算等）と回答した自治体が 件で ％と最多であった。次い

 
 

「把握している人数」については、自治体において、広く実態調査を行った結果として把握した人数

を回答している場合と、ヤングケアラー支援に相談があったり支援を検討したりする中で個別に把握した

人数を回答している場合との両方があることが推察される。

48.1% 51.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
把握している 把握していない
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で、その他の回答が 件で ％であり、その他に関する詳細な記述（自由記述式

での回答を求めた）を確認 したところ、ヤングケアラーに関わらず把握（一部を把握）

しているという趣旨の回答が ％と最も多かった。

図図表表  ヤヤンンググケケアアララーーをを把把握握ししてていいなないい理理由由（（ ））

図図表表  ヤヤンンググケケアアララーーをを把把握握ししてていいなないい理理由由（（そそのの他他のの自自由由記記述述））

 
 
11 記述内容を似た内容同士でグループ化し、集計した。 

37

183

238

51

195

0 50 100 150 200 250

現時点ではヤングケアラーを把握する必
要性を感じない

把握する方法がわからない

把握するためのリソースが足らない（担
当者や予算等）

既に他部門が把握している

その他
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 ヤングケアラー支援の窓口について

 
） 市区町村において、ヤングケアラー支援の窓口を担い、主導する立場にある部門

（単数回答）

 
ヤングケアラー支援の窓口は児童福祉部門が担っていると回答した自治体が 件

で ％であった。児童福祉部門とは別の部門が担っていると回答した場合、具体的

にどの部門が担っているかを訊ねた所、市の教育委員会（学校教育課）が ％と最

多であった。

図図表表  ヤヤンンググケケアアララーー支支援援のの窓窓口口（（ ））

  

図図表表  ヤヤンンググケケアアララーー支支援援のの窓窓口口（（別別のの部部門門がが担担っってていいるるのの自自由由記記述述））

75.0% 7.9% 17.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

貴児童福祉部門が担っている 貴児童福祉部門とは別の部門が担っている 特に決めていない、わからない
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） 試行運用への参加意向について（単数回答）

「参加したい」と回答した自治体が 件で 、「参加を検討する」と回答した自

治体が 件で 、「参加しない」と回答した自治体が、 件で であっ

た。

図図表表  試試行行運運用用へへのの参参加加意意向向ににつついいてて（（ ））

3.1%

41.5% 55.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
参加したい 参加を検討する 参加しない
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４ 考察

調査回答機関における、人口規模が 万人未満の占める割合が ％、及び児童生

徒人数 万人未満の占める割合が ％の結果から、本調査の回答は比較的小規模の

自治体からの回答が多かったと推察されるが、全国の自治体の人口規模分布と総じて

同様の分布がみられ、全国を代表した自治体からの回答が得られたと推察された。

ヤングケアラー支援の窓口として児童福祉部門が担っている割合が ％であるこ

とが分かった一方で、児童福祉部門でのヤングケアラーの把握に関して、把握してい

ると回答した割合が ％と全体の半数以下である結果より、児童福祉部門でのヤン

グケアラーの把握についてはこれからである自治体がまだあることが示唆された。

児童福祉部門でヤングケアラーを把握していない理由として、把握するための担当

者や予算確保がなされていないと回答した割合が ％を占めた結果より、自治体に

おけるヤングケアラー支援体制構築の前段階である、ヤングケアラー自体の把握の準

備段階である自治体も多いことが推察された。また把握していない理由としてその他

と回答した割合が ％を占め、さらにその理由として、ヤングケアラーに関わらず

把握していると回答した割合が ％を占めた結果より、児童福祉部門内の要対協の

既存スキームの中の虐待対応の中で、ヤングケアラーを区別することなく、対応して

いる可能性が多分にあることについても示唆された。

ヤングケアラー支援の試行運用に参加したい、または、参加を検討したいと回答し

た自治体は ％を占め、ヤングケアラー支援体制構築について、その在り方等や具

体的な連携体制、情報連携の具体を模索している自治体が多い現状が窺えた。
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第７章 パイロット版・手引きを用いた試行運用

１ 目的

 
ヤングケアラー支援の運用の在り方 スキーム等 に係る事項を収載した成果物 手引

き が支援の現場で役立つものになることを目指し、これからヤングケアラー支援の体

制構築や支援の具体等を検討している自治体に協力を依頼し、パイロット版の手引き

に沿ってヤングケアラー支援の試行運用を行い、パイロット版の手引きにおける課題

や改善点等を明らかにする。

２ 試行運用方法

 
協力が得られた自治体（５自治体）に「児童福祉部門と教育分野に焦点を当てた、

市区町村におけるヤングケアラー把握・支援の運用手引き パイロット版（仮称）」を

配付し、市区町村におけるヤングケアラー把握・支援の効果的な運用に関する調査研

究の試行運用に関する説明会を実施した上で、手引きに沿ってヤングケアラー支援を

運用することを想定した場合の感想を求めた。なお、意見のヒアリングは、オンライ

ン会議形式あるいは書面及び電話にて実施した。

 試行運用に関する説明会

説明会は、試行運用並びにパイロット版・手引きについての説明、試行運用協力先

の自治体から質疑応答、厚生労働省よりヤングケアラー支援施策の紹介、といった流

れで実施した。 
 

 試行運用期間後の確認事項

主に手引きにおける下記項目について確認した。 
 運用スキーム 案 の実現可能性

 運用スキーム 案 における課題

 手引きの構成に係る意見

 手引きの具体的内容に係る意見

 手引きの体裁に係る意見

 手引きの活用方法 想定される活用場面、活用頻度、活用範囲、使いやす

さ、留意点等 に係る意見

 その他改善点
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 実施期間

 
試行運用の実施期間は 年 月 日（火）～ 月 日（火）であった。

３ 結果

 
試行運用協力先である５自治体から、パイロット版のマニュアルへの意見共有（項

目の追加や削除、文言の修正、分量、体裁等について）等、フィードバックを受けた。 
 

 試行運用対象自治体

協力を依頼した自治体を以下に示す。

図図表表  2211 試試行行運運用用先先自自治治体体

自治体 自治体規模 試行運用先 部署等

奈良県葛城市 万人未満 こども・若者サポートセンター

滋賀県東近江市 万～ 万人未満 こども相談支援課

山梨県北杜市 万人未満 こども政策部 ネウボラ推進課

埼玉県ふじみ野市 万～ 万人未満 子育て支援課

東京都杉並区 万～ 万人未満 子ども家庭部 管理課

 試行運用結果（協力先となった自治体からのフィードバック）

各自治体からの意見のうち主なものを以下に示す。 
 
（全体について）

 手引書を読んでいて、なるほどと気付きが多かった。改めてヤングケアラー支援

について確認できたと思う。ただし、大きな市を対象に書かれたマニュアルとい

う所感。

 ヤングケアラー支援は個別のケースバイケースの中で行うのが大前提の中で、マ

ニュアルを作成していることは理解している。明確に書き切る部分と柔軟な連携

対応が可能な書きぶりに書き分けることは非常に難しく、マニュアル化していく

ことは骨が折れると思う。

 専門部署を作る提案は当市でも難しいと感じている。
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（手引きの内容について）

 終結するかどうかの判断を、もう少し詳しく記載して欲しい。

 ヤングケアラーを対象とした支援施策やヤングケアラーが利用可能な支援施策に

ついては、実際には人的な養育や家事支援に回る人材が不足している現状もある。

 歳未満のヤングケアラー状態の高校中退等の義務教育以降の対象者への対応を

どうしていくのかが、切れ目のない支援の展開での課題であると思われる。中退

を契機に教育部門の見守りの目から離れてしまうので、支援が行き届かない恐れ

がある。

 何をもってヤングケアラーの課題とするのか。何を持って支援しているのか。ヤ

ングケアラーであることを解消するのは難しいという前提があって、でも見守り

等の支援をしていく必要があるというヤングケアラーの本質の部分に触れた方が

よい。

 ヤングケアラーは、そもそも虐待までいかなくても、要支援で取り扱われている。

ヤングケアラーへの支援はヤングケアラーとして個別で関わるのではない。何と

か生活が送れる事を確認していき見守りに入っていく支援になる。解消と言い切

る状況にならないため、「終結」、「解消」の表現に違和感がある。

（手引きの内容と各地の現状について）

 把握については具体的にどうやって確認して、把握するのか、現場としては苦慮

するところ。根本的な所だが、確認・把握をどうするのかが一番大事だと思って

いる。

 ヤングケアラーの把握で言えば、教育分野の実態調査で把握しているが児童福祉

部門が把握していないケースもある。児童福祉部門が把握しているヤングケアラ

ーと教育部門が把握しているヤングケアラーは乖離がある。その乖離について、

現場（児童福祉部門も把握すべきなのかどうか等）としては管理すべきなのかど

うか悩ましい。

 ケース管理の視点では、要対協での管理がしやすいが、どこまでヤングケアラー

を管理すべきかについてはさらに検討が必要と感じている。実態調査をした学校

でのヤングケアラー支援が現時点でどうなっているか、またどうしていきたいか

も現時点では児童福祉部門でも把握できていない。

 寄り添う、話を聞いて抱える課題が軽減・解消されていることがヤングケアラー

支援の中では重要であると感じている。

 ヤングケアラーの課題はこどもと高齢者等と重なる部分がある。重層的支援体制

の中でヤングケアラー支援も行っていくことが本市としては現実的。

 ヤングケアラー相談窓口の取組は児童福祉部門のみ対応している現状がある。福

祉、介護、障害とか他部門では人的にも余裕がない。ヤングケアラーへの必要な
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支援を他領域の現場で認識しても、そこで人的支援の対応ができるのか、マンパ

ワーが足りていないという不安がある。厚生労働省の人的資源への補助金の活用

の他に、行政内の人的資源の確保が、困難な場合は民間委託（企業、事業所、ボ

ランティア、 法人など）の活用を検討しているところ。その際は行政として

情報連携・管理が大事であると思う。

 ヤングケアラーであることの同意を得る事ではなく、困り感を聞くということが

ヤングケアラー支援の中枢と捉えている。

 児童福祉部門と教育部門との連携がこれから。要対協の構成員に教育分野に入っ

ていないため、連携の形を検討する必要があるが、その前に現時点でのヤングケ

アラー支援についても把握していく必要もあるし、向かうべきヤングケアラー支

援のあり方についても児童福祉部門と教育部門で検討していく必要があるのかと

も感じているが、何分これからなので、なんともいえない。これからヤングケア

ラー支援について、検討・構築していく上では手引きは参考になる点が多い。た

だし、まだ児童福祉部門内の連携も含め、教育部門との連携やヤングケアラー支

援についても見えていない部分が多い。

 要対協でヤングケアラー支援も行っているが、要対協の仕組みや児童福祉部門内

の連携も充分とは言えないと思っている。その中で教育部門との連携を考えると

いうと、難しいところもある。これからヤングケアラー支援について考えるとこ

ろではあるが、具体的に児童福祉部門から教育部門への連絡票などもあると体制

構築の検討がしやすいと思う。
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第８章 運用スキームを収載した手引きの完成

 
試行運用において得られたパイロット版・手引への意見等について配慮した文章・

表現や内容構成となるように手引きの内容を修正した。修正を反映し完成させた成果

物は、別添の「児童福祉部門と教育分野に焦点を当てた市区町村におけるヤングケア

ラー把握・支援の運用の手引き」を参照されたい。 
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第９章 総合考察 ―教育分野と児童福祉部門に焦点をあてた市区町村におけ

るヤングケアラー把握・支援の効果的な運用とは―

 
１．運用体制について（児童福祉部門が主導する意義）

 ヒアリング調査にて収集した各所の取組から、教育分野と児童福祉部門に焦点を

あてた市区町村におけるヤングケアラー支援の運用スキームは、おおよそ４つの

パターンに大別できた。

 児童福祉部門がヤングケアラー支援の窓口を担い、主導して支援を運用していく

にあたっては、既存の要対協の枠組みが活用できるものと考えられる。ヤングケ

アラー相談専用の窓口を設けることについては、例えば小規模な自治体にとって

は難しいことも考えられるが（実際に、ヒアリング調査においてヤングケアラー

支援の窓口設置が確認できた自治体は、行政区を擁する規模の大きな自治体であ

る）、既存のスキームを活用するのであれば、規模に限らず導入はしやすいものと

考えられる。

 既存の要対協の枠組みを活用する上でのメリットは、個人情報の取扱いの面でも

あり、要対協の構成員であれば、仮に本人の同意が得られていない状況であって

も、支援対象者の情報を支援のために共有することができる。

 ヤングケアラーの背景に虐待がある場合、一時保護の必要性もある事例を考慮す

ると、児童相談所との連携のしやすさという観点では児童福祉部門が主導する意

義がある。

 また、客観的には支援が必要と考えられるような場合であっても、ヤングケアラ

ー本人が家族のケアを自分の存在意義だと感じ、現状を変えることについての抵

抗が大きいことも少なくない。このような中で、子どもとの関わりが、子どもの

権利やこども基本法などの内容を踏まえた取組になるよう進めていくことにおい

ても児童福祉部門が主導する意義がある。

２．教育分野（学校、教育委員会）の担う重要な役割について

 こどもが多くの時間を過ごす場所の一つに学校がある。こどもの立場からする

と、学校はケアから離れる場でもある。また、教員をはじめ、 や といった

教育分野の様々な専門家は、最もこどもの変化や抱えている困りごと、心配ごと

などを敏感に感じ取り、こどもに寄り添いながら丁寧に捉えることができる立場

と言える。実際に、ヒアリング調査でも、ヤングケアラー相談の相談経路は教育

分野が多いことが聞かれた。

 教育分野に求められることは大きく分けて２点であり、 つ目は、ヤングケラー

に気付くということ。ヒアリング調査では、学校で生徒にアンケート形式で（ヤ

ングケアラーに係る）困り感等を調査し、漏らすことなくこどもの をキャッ
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チする取組についても聞かれた。また、単に「ヤングケラーである可能性がある

こどもを発見する」ということにとどまらず、ヤングケアラー支援が必要である

のか、また、こども本人の思いはどうなのか聞き取りながら、支援の必要性につ

いて教育分野で確認・検討することも求められていることが考えられる。２つ目

は、見守り、つなぐ（ハブ機能）ということ。見守りについては、行政（当事業

においては児童福祉部門）での支援が必ずしも必要ではない状況であることがわ

かった場合も含めて、教育分野においてこどもの様子を見守ることに関するニー

ズがヒアリング調査を通して聞かれた。つなぐことについては、行政での支援が

必要な場合には、情報共有等を行いながら、連携して支援が行えるようつなぐこ

とが期待されていた。

 特に、児童福祉分野のヤングケアラー支援の現場から、 へと寄せる期待が大

きいことを、ヒアリング調査を通して把握した。

３．課題（再掲）

① 支援を必要とするヤングケアラーを把握することができるかどうか

ヤングケアラーは、法で定められた厳格な定義があるわけではなく、こどもの置か

れている状況、子どもの権利が侵害されている可能性や家族の状況、考え、想いなど

を理解した上で、支援の必要性を総合的に検討し判断していくことになる。

児童福祉部門と教育分野といった複数の分野・部門で情報を共有しながら検討し、

必要となる支援を進めるにあたり、「どのような場合に支援につなぐのか」について、

関係者間で共通の認識を持って対応する必要がある。

② 要対協の枠組みを活用する際の留意点

児童福祉部門が要対協の調整機関を担う場合は多く、既にある要対協の枠組みを活

用しながらヤングケアラー支援の運用を行うのが効率的と考えられる。

この場合、ヤングケアラー支援ケースを要対協登録ケースとして取り扱うと、要対

協で管理するケース数が増加する場合がある。ケース数が増加することで、ヤングケ

アラーを含む一つ一つのケースで必要なアクションを適時に行うことができない、と

いう状況にならないような確認の仕組みが必要である。

③ ヤングケアラー支援ケースの一元管理はどのように行うか

ヤングケアラー支援には、当研究事業で対象とした児童福祉部門や教育分野以外に

も多種多様な部門・機関が関わる。ヤングケアラーの把握にはじまり、支援の実施か

ら見守りや事後支援に至るまで、段階ごとに主な対応部門・機関が変わる場合もあ

る。例えば、教育分野や児童福祉部門とは別の所で把握したヤングケアラーで、その



 

101 
 

まま支援が完結した場合、ケース管理上の取扱いをどのようにするかなど、管理する

範囲や方法、体制を、既存の取組との兼ね合いも含め検討する必要がある。

支援を主導し調整役となるヤングケアラー相談窓口が明確になっていれば、ヤング

ケアラー支援に関する情報が集約され、一元管理がしやすくなることが考えられる。

その際、可能であればコーディネーターを設置する等して、情報を一元的に把握し、

集約していくことが望ましい。また、児童福祉部門が自らヤングケアラー支援施策

（相談やヘルパー派遣事業等）を持つ場合にも、その支援サービスの利用状況が把握

できるため、把握や管理しやすくなることが考えられる。

④ ヤングケアラーの状況にあるこどもが 歳を超えた／超えている場合の対応

児童福祉部門が担当するのは基本的に 歳未満のこどもである。しかし、ヤングケ

アラーであるこどもが抱える課題は 歳を超えてもなお続く場合もある。また、

歳を超えてから支援の必要性が生じる場合もある。児童福祉部門での対応として、

歳を超えた／超えている相談の受け付けや支援継続の方針・仕組みを考えておく必要

がある。

歳を超えた方であっても、引き続きヤングケアラーに関連する相談を受け付ける

ことも考えられる。切れ目なく支援ができるよう、地域の実情にあわせて予め検討し

ておくことが求められる。

⑤ 高校や私立学校との連携を促進させるにはどうするか

児童福祉部門にとって、市立の小学校や中学校は、それぞれに派遣・配置された

含め、いわゆる‘‘顔の見える関係’’が既にできている先である。他方、高校

（県立の場合は都道府県教育委員会が所管）や私立学校（都道府県知事部局（私学担

当部局）が所管）については、これまであまり連携して支援等を行った実績がないこ

とが考えられる。

高校や私立学校においても、支援を必要とするヤングケアラーがいることが考えら

れ、これまで支援を行ってきたヤングケアラーがそれらの学校に進学することもあり

得る。ヤングケアラー支援からこどもが抜け落ちてしまうことがないよう、高校や私

立学校との連携を推進させるための工夫が必要となる。

例えば、小学校や中学校の段階からヤングケアラーであると把握していたケースにつ

いては、本人や家族の同意を得た上で、高校や私立学校への進学に際して、進学先の

学校に連絡し、連携していくことも考えられる。
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第１０章 成果の公表方法

本報告書並びに「児童福祉部門と教育分野に焦点を当てた市区町村におけるヤング

ケアラー把握・支援の運用の手引き」は、有限責任監査法人トーマツのホームページ

にて広く一般に公開する。











 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 





 

 



 
 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 





 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 





謝辞 
 
本調査研究事業の実施に際して、運用スキーム検討のためのヒアリング調査にご協

力いただいた自治体の皆様、試行運用協力先検討のためのアンケート調査にご回答い

ただいた自治体の皆様、パイロット版・手引きを用いた試行運用においてご協力いた

だいた奈良県葛城市、滋賀県東近江市、山梨県北杜市、埼玉県ふじみ野市、東京都杉

並区のご担当部門の皆様に心より感謝申し上げます。 
また、本調査研究事業の検討委員会の委員としてご協力賜りました委員の皆様にお

かれましては、調査設計や分析・考察、報告書の作成に至るまで、専門的見地から的

確なご助言をいただき心より感謝申し上げます。 



免責事項
 

デロイト トーマツ グループは、日本におけるデロイト アジア パシフィック リミテッド及び
デロイトネットワークのメンバーであるデロイト トーマツ合同会社並びにそのグループ法人
（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トー
マツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、デロイト トーマツ税理士法人、DT 弁護士法
人及びデロイト トーマツ コーポレート ソリューション合同会社を含む）の総称です。デロイ
ト トーマツ グループは、日本で最大級のプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人
がそれぞれの適用法令に従い、監査・保証業務、リスクアドバイザリー、コンサルティング、
ファイナンシャルアドバイザリー、税務、法務等を提供しています。また、国内約 30 都市以上
に 1 万 5 千名を超える専門家を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしていま
す。詳細はデロイト トーマツ グループ Web サイト（ www.deloitte.com/jp ）をご覧ください。

 
Deloitte（デロイト）とは、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）、そのグロー

バルネットワーク組織を構成するメンバーファーム及びそれらの関係法人（総称して“デロイト
ネットワーク”）のひとつまたは複数を指します。DTTL（または“Deloitte Global”）並びに各
メンバーファーム及び関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織体であり、第三者に関し
て相互に義務を課しまたは拘束させることはありません。DTTL 及び DTTL の各メンバーファ
ーム並びに関係法人は、自らの作為及び不作為についてのみ責任を負い、互いに他のファーム
または関係法人の作為及び不作為について責任を負うものではありません。DTTL はクライア
ントへのサービス提供を行いません。詳細は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。
 デロイト アジア パシフィック リミテッドは DTTL のメンバーファームであり、保証有限責任
会社です。デロイト アジア パシフィック リミテッドのメンバー及びそれらの関係法人は、そ
れぞれ法的に独立した別個の組織体であり、アジア パシフィックにおける 100 を超える都市
（オークランド、バンコク、北京、ハノイ、香港、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、
メルボルン、大阪、ソウル、上海、シンガポール、シドニー、台北、東京を含む）にてサービ
スを提供しています。

 
Deloitte（デロイト）は、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイ

ザリー、リスクアドバイザリー、税務、法務等に関連する最先端のサービスを、Fortune 
Global 500®の約 9 割の企業や多数のプライベート（非公開）企業を含むクライアントに提供し
ています。デロイトは、資本市場に対する社会的な信頼を高め、クライアントの変革と繁栄を
促し、より豊かな経済、公正な社会、持続可能な世界の実現に向けて自ら率先して取り組むこ
とを通じて、計測可能で継続性のある成果をもたらすプロフェッショナルの集団です。デロイ
トは、創設以来 175 年余りの歴史を有し、150 を超える国・地域にわたって活動を展開してい
ます。“Making an impact that matters”をパーパス（存在理由）として標榜するデロイトの約
345,000 名のプロフェッショナルの活動の詳細については、（ www.deloitte.com ）をご覧くだ
さい。



 
本調査研究報告書は、厚生労働省令和４年度子ども・子育て支援推進調査研究事業として、

厚生労働省子ども家庭局長より採択を受けた有限責任監査法人トーマツ（以下、「当法人」）が
提供したものであり、保証業務として実施したものではありません。

本調査研究報告書を受領または閲覧する名宛人（本調査研究報告書に関して当法人へ採択事
業者の通知をしている機関）以外の方（以下、「閲覧者等」）は、例外なく本調査研究報告書に
記載される事項を認識し了解したものとみなされます。
1．本調査研究報告書は、厚生労働省令和４年度子ども・子育て支援推進調査研究事業として、

厚生労働省子ども家庭局長より採択を受けた当法人が提供したものであり、閲覧者等に対
して注意義務または契約上の義務を負って実施されたものではないこと。従って、当法人
は、本調査研究報告書及び本調査研究報告書に関連する業務に関して、閲覧者等に対して
裁判上または裁判外を問わずいかなる義務または責任も負わないこと。

2．本調査研究報告書には、閲覧者等が理解し得ない情報が含まれ、また、閲覧者等が必要と
する情報が必ずしも網羅されていない可能性があること。なお、本調査研究報告書に記載
されている以外の情報が名宛人に伝達されている可能性があること。

3．閲覧者等は、本調査研究報告書の受領または閲覧によって本調査研究報告書に依拠する権
利及びこれを引用する権利を含むいかなる権利も取得しないこと。閲覧者等は本調査研究
報告書に記載された一定の前提条件・仮定及び制約について受容するとともに閲覧者等に
よる本調査研究報告書の利用及び利用の結果に関する全ての責任を閲覧者等自身が負うこ
と。

4．閲覧者等は、当法人及びその役員、社員、職員等に対して本調査研究報告書の受領または
閲覧に関連して閲覧者等に生じるいかなる損害や不利益についてもその賠償請求を行わず、
また、いかなる権利の行使も行わないこと。

 
 



令和４年度 子ども・子育て支援推進調査研究事業

市区町村におけるヤングケアラー把握・支援の
効果的な運用に関する調査研究

令和５年（2023 年）３月 発行
編集・発行 有限責任監査法人トーマツ

© 202  


